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令和２（2020）年度食育関連予算（案）



内閣府

施策 施策の内容
令和元年度
予算額
（百万円）

令和２年度
予算額（案）
（百万円）

１．家庭における食育の
推進

－ －

２．学校、保育所等におけ
る食育の推進

－ －

３．地域における食育の
推進 － －

４．食育推進運動の展開
－ －

５．生産者と消費者との交
流の促進、環境と調和の
とれた農林漁業の活性化
等

－ －

６．食文化の継承のため
の活動への支援等 － －

７．食品の安全性、栄養そ
の他の食生活に関する調
査、研究、情報の提供及
び国際交流の推進

リスクコミュニケーションの実施
意見交換会の開催や年誌の発行等を行い、食品

安全委員会が行うリスク評価に関する科学的情報に
ついて、分かりやすく解説し国民一般に対して提供
を行う。

29 26

令和２（2020）年度食育関連予算（案）
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Ꮚ供・ⱝ者育成支援のためのㅖ事業、ㅖ活動を集中的に実施する䛣とに
より、国民のᏊ供・ⱝ者育成支援に対する理解を῝めるとともに、ྛ✀活
動への積極的なཧ加を促し、㟷ᑡ年育成国民運動の඘実と定着を図る䛣
とを目的として᫛和53年度より実施

㊃᪨・目的 実施主体

内㛶ᗓ、ྛ省ᗇ、都㐨ᗓ┴、市༊⏫村、

㟷ᑡ年関係ㅖ団体等

月間中における実施事㡯

䐟 中ኸ研ಟ大会

・11/25䡚26日 Ꮚ供・ⱝ者育成支援の関係者等への研ಟ

䐠ྛ✀広報啓発活動の実施

・䝫スターのస成、配ᕸ

・内㛶ᗓ䝩ー䝮䝨ー䝆及びᨻᗓ広報による月間の࿘▱

䐡Ꮚ供と家᪘・ⱝ者応援団表彰、未᮶をつくるⱝ者・オ䝤・
䝄・イ䝲ー表彰ᘧ

䐢㟷ᑡ年インターネッ䝖利用環境䛵くりフォー䝷䝮

「実施せ⥘」の策定（令和元年10月ึ᪪を予定）
䛆令和元年度の㔜Ⅼ事㡯䛇（案）
᫖௒のᏊ供・ⱝ者をめ䛠る情ໃを踏まえ策定
䐟 ⱝ者の♫会的自立支援の促進
䐠 Ꮚ供を≢⨥や有ᐖ環境等からᏲるための取組の推進
䐡 ඣ❺⹢ᚅの予㜵と対応
䐢 Ꮚ供の㈋困対策の推進
䐣 生活習慣の見直しと家庭への支援

䡚㍤く未᮶ 育て支えて 見Ᏺって䡚

ᢸᙜ大⮧による㛶㆟発ゝ（10月ᮎ㛶㆟予定）
䕿令和元年度「Ꮚ供・ⱝ者育成支援強調月間」について

・11月1日から30日までの1䞃月間、強調月間を実施
・「ⱝ者の♫会的自立支援の促進」等の５Ⅼを㔜Ⅼ事
㡯として、関係省ᗇとの連携の下、Ꮚ供・ⱝ者育成支
援国民運動の一ᒙの඘実と定着を図っていく。

䐟 Ꮚ供・ⱝ者育成支援大会等の開催

䐠 ⾤㢌啓発活動、啓発䝫スター等の掲♧、広報ㄅ（⣬）等に
よる広報の実施

䐡 㟷ᑡ年有ᐖ環境への㐺ษな対応（自㈍機のⅬ検、㐟興施設
の見ᅇり等） 等

内 㛶 ᗓ

都㐨ᗓ┴・市༊⏫村等（せ⥘をཷけて事業を展開）都㐨ᗓ┴・市༊⏫村等（せ⥘をཷけて事業を展開）
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消費者庁

施策 施策の内容
令和元年度
予算額
（百万円）

令和２年度
予算額（案）
（百万円）

１．家庭における食育の推
進

－ － －

２．学校、保育所等におけ
る食育の推進

－ － －

３．地域における食育の推
進 － － －

４．食育推進運動の展開
－ － －

５．生産者と消費者との交
流の促進、環境と調和のと
れた農林漁業の活性化等

食品ロス削減に係る取組
　消費者が食品ロス削減に向けて意識を高め、消費
行動の改善を促すような普及啓発を実施する。ま
た、国内外における食品ロス削減の取組に関する実
態調査を実施することで、取組の充実を図っていく。

4 32

６．食文化の継承のため
の活動への支援等 － － －

７．食品の安全性、栄養そ
の他の食生活に関する調
査、研究、情報の提供及
び国際交流の推進

食品に係るリスクコミュニケーションの実施
　食品の安全に関して、消費者が正確な情報を入手
し理解を深め、自らの判断で適切な消費行動を行え
るよう、意見交換会等のリスクコミュニケーションを推
進していく。

79の内数 28の内数

※その他、地方消費者行政強化交付金において、食品ロス削減の取組に係るメニューが用意されている（令和元
年度概算要求額（百万円）2,800内数）。
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【議員⽴法】
令和元年5⽉31⽇ 公布（令和元年法律第19号）

10⽉1⽇ 施⾏

＜⾷品ロスの問題＞
・我が国ではまだ⾷べることができる⾷品が⼤量に廃棄
・持続可能な開発のための2030アジェンダ（2015年9⽉国連総会決議）でも⾔及

⾷品ロスの削減の定義（第２条）
まだ⾷べることができる⾷品が廃棄されないようにするための社会的な取組 基本的施策（第14条〜第19条）

①消費者、事業者等に対する教育・学習の振興､知識の普及・啓発等
※ 必要量に応じた⾷品の販売・購⼊､販売・購⼊をした⾷品を無駄にし
ないための取組等、消費者と事業者との連携協⼒による⾷品ロスの
削減の重要性についての理解を深めるための啓発を含む

②⾷品関連事業者等の取組に対する⽀援
③⾷品ロスの削減に関し顕著な功績がある者に対する表彰
④⾷品ロスの実態調査、⾷品ロスの効果的な削減⽅法等に関する調査研究
⑤⾷品ロスの削減についての先進的な取組等の情報の収集・提供
⑥フードバンク活動の⽀援、フードバンク活動のための⾷品の提供等に
伴って⽣ずる責任の在り⽅に関する調査・検討

責務等（第３条〜第７条）
国・地⽅公共団体・事業者の責務、消費者の役割、関係者相互の連携協⼒

⾷品廃棄物の発⽣抑制等に関する施策における⾷品ロスの削減の推進
（第８条）
⾷品リサイクル法等に基づく⾷品廃棄物の発⽣抑制等に関する施策の実施に
当たっては、この法律の趣旨・内容を踏まえ、⾷品ロスの削減を適切に推進

⾷品ロス削減⽉間（第９条）
⾷品ロスの削減に関する理解と関⼼を深めるため、⾷品ロス削減⽉間（10
⽉）を設ける

基本⽅針等（第11条〜第13条）
・政府は、⾷品ロスの削減の推進に関する基本⽅針を策定（閣議決定）
・都道府県・市町村は、基本⽅針を踏まえ、⾷品ロス削減推進計画を策定

⾷品ロス削減推進会議（第20条〜第25条）
内閣府に､関係⼤⾂及び有識者を構成員とし､基本⽅針の案の作成等を⾏う
⾷品ロス削減推進会議
（会⻑︓内閣府特命担当⼤⾂（消費者及び⾷品安全））を設置

前⽂
・世界には栄養不⾜の状態にある⼈々が多数存在する中で、とりわけ、⼤量の⾷料を輸⼊し、⾷料の多くを輸⼊に依存している我が国として、真摯に取り
組むべき課題であることを明⽰
・⾷品ロスを削減していくための基本的な視点として、①国⺠各層がそれぞれの⽴場において主体的にこの課題に取り組み、社会全体として対応していく
よう、⾷べ物を無駄にしない意識の醸成とその定着を図っていくこと、②まだ⾷べることができる⾷品については、廃棄することなく、できるだけ⾷品
として活⽤するようにしていくことを明記
➡ 多様な主体が連携し、国⺠運動として⾷品ロスの削減を推進するため、本法を制定する旨を宣⾔

資源の無駄（事業コスト・家
計負担の増⼤）、環境負荷の
増⼤等の問題も
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消費者、事業者等に対する教
育・学習の振興、知識の普及・
啓発等

⾷品ロス削減 関係省庁

農林⽔産省

環境省

消費者庁

⽂部科学省

経済産業省 厚⽣労働省

相互の緊密な
連携・協⼒

⾷品関連事業者等の取組に対
する⽀援

顕著な功績がある者に対する
表彰

実態調査、効果的な削減⽅法
等に関する調査研究

先進的な取組等の情報の収
集・提供

フードバンク活動の⽀援、フード
バンク活動のための⾷品の提
供等に伴って⽣ずる責任の在り
⽅に関する調査・検討

⾷品ロス削減推進会議
・ 構成員︓関係⼤⾂、有識者（業界団体、地⽅公共団体、学識経験者 など）
（会⻑︓内閣府特命担当⼤⾂（消費者及び⾷品安全））
・⾷品ロスの削減の推進に関する基本⽅針の案の作成等を⾏う
※ 令和元年10⽉１⽇
令和２年

法施⾏予定
基本⽅針 閣議決定予定３⽉末 6



○ 地⽅公共団体や消費者団体から寄せられた「⾷材を無駄にしないレシピ」を発信。

2「クックパッドの公的機関キッチンページ」にレシピを掲載してます。 クックパッドニュースにも紹介されました。

 

2

○ 食品ロス削減レシピの発信
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○ 外食時の食べきりの啓発促進
外⾷での⾷品ロスの削減に向け、消費者・飲⾷店それぞれの実践ポイントや留意事項を盛り

込んだ『外⾷時のおいしい「⾷べきり」ガイド』を関係省庁との協働で作成（令和元年5⽉）。

外食時のおいしく「食べきり」ガイド

消費者庁・農林水産省・環境省

我が国では、食べられるにもかかわらず廃棄
される「食品ロス」が、年間643万トン（平成28年
度推計）、発生しています。
このうち352万トンが食品産業から発生してい

ます。その内訳をみると、 外食産業では133万
トンもの食品ロスが発生しており、食べ残しによ
るもの が相当程度を占めています。

地方公共団体では、飲食店等における食品ロ
スの削減に向けて、「食べきり」運動や、食べき
れずに残した料理を自己責任の範囲で持ち帰る
「持ち帰り」の呼び掛けも広がり始めています。

外食時の「食べきり」促進に向けて、食べ手（消
費者）と作り手（飲食店）双方の理解や実践を更
に進めるために、本ガイドを参考に、食品ロスを
なくしていきましょう。

まずは、おいしく「食べきり」を実践

おいしく、適量を、残さず、食べきる。
消費者としてできること、飲食店としてできること、そ

れぞれのできることを増やして、「食べきり」を実践する
ことで、「食べ残し」を減らしていきます。

□飲食店で食事をするときは
 できたての最も美味しい状態で提供された料理

を食べましょう。
 自分自身の食事の適正量を知り、食べきれると

思う量を注文しましょう。
 小盛りや小分けメニューを上手に活用しましょう。

□宴会の際には
 幹事さんや主催者は、参加者の嗜好や年齢層、

男女比を考えながら食べきれる量に配慮してお
店やメニューの選択をしましょう。

 料理を楽しんで食べる時間を作りましょう。例え
ば、乾杯後の３０分間は、提供された出来たての
料理に集中して食べることや、お開き前の１０分
間は食べ残しをしないよう、幹事さんが声を掛け
るなど、料理を食べきるようにしましょう。

消費者の方へ

飲食店の方へ

 お客さまが、食事量の調整・選択ができるように、
小盛りや小分けの商品をメニューに採用しましょ
う。

 宴会等、大量の食事を準備する際には、食べ残
しが発生しないよう幹事さんや主催者と食事量
やメニューを相談しましょう。

食べきれずに残した料理の「持ち帰り」は
自己責任の範囲で

〈ガイドの中面（一部抜粋）〉〈ガイドの表紙〉 料理の「持ち帰り」の
留意事項を明記

おいしく食べきる
実践ポイントを明記

消費者の方へ
自己責任の

範囲で

食べきれずに残してしまった料理を捨ててしまうのは、
もったいない。
でも、「持ち帰り」には、衛生上の問題が伴います。
「持ち帰り」を行う場合は、飲食店の方の説明をよく聞い

て、食中毒のリスクなどを十分に理解した上で、自己責任
の範囲で行うことになります。

飲食店の方へ
対応できる
範囲で

等

等 次の注文の時には、適量になるよう工夫しましょう。

 持ち帰りは、十分に加熱された食品で、帰宅後に
再加熱が可能なものにし、食べきれる量を考えて、
行いましょう。

 時間が経過すると食中毒のリスクが高まるので、
帰宅までに時間がかかる場合は、持ち帰りはや
めましょう。

 持ち帰った料理は、帰宅後できるだけ速やかに
食べるようにしましょう。

等  持ち帰りを希望される方には、食中毒のリスクや
取扱方法等、衛生上の注意事項を十分に説明し
ましょう。

 持ち帰りには十分に加熱された食品を提供し、生
ものや半生など加熱が不十分な料理は、希望者
からの要望があっても応じないようにしましょう。等

38



⾷べきれずに残した料理を「持ち帰り」できること
を明⽰した店舗ステッカー（例）を紹介

 ドギーバッグ普及委員会が考案した
啓発⽤店舗ステッカー

 自己責任で持ち帰りができることを明示した店舗ステッカーを考案。

 ステッカーの利用を希望する店舗や自治体等が自由に利用できる
啓発資材として提供。

 ドギーバッグ普及委員会HPからステッカーの画像をダウンロードし
て利用（無料）することが可能。

〈 ガ イ ド の 裏 面 〉

宴会時の食べきりを促進するための
「3010運動」や啓発資材を紹介

49



46

⾷品ロス削減に向けて、消費者を含めた様々な関係者との連携、フードチェーン全体での認識の共有や全国
的な機運の醸成を図るため、⾷品ロス削減全国⼤会を開催しています。
第１回⼤会は平成29年10⽉30⽇、31⽇に⻑野県松本市で、第２回⼤会は平成30年10⽉30⽇に京都市で開催

されました。
次回、第3回⼤会は平成31年10⽉30⽇、31⽇に徳島県徳島市で開催予定です。

トークショー＆ミニ講演

〈元⼤関の把瑠都さん、⾷育イン
ストラクターの和⽥明⽇⾹さん
によるトークショー〉

パネルディスカッション

地⽅公共団体向け研修会10⽉31⽇（２⽇⽬）

10⽉30⽇（１⽇⽬）

第１回⼤会
開催⽇︓平成29年10⽉30⽇、31⽇
開催場所︓⻑野県松本市
主催︓⻑野県松本市、全国おいしい⾷べきり運動ネットワーク
協議会
共催︓環境省、農林⽔産省、消費者庁

第２回⼤会

開催⽇︓平成30年10⽉30⽇
開催場所︓京都市
主催︓京都市、全国おいしい⾷べきり運動ネットワーク協議会
共催︓環境省、農林⽔産省、消費者庁、京都⼤学

基調講演 セッション

10⽉30⽇

など など

〈「⾷品ロスを減らそう︕」
と⼒強く宣⾔〉

〈セッションの様⼦〉 〈持続可能な社会の実現に向けた
⾷品ロス削減「京都アピール」

を発信〉
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総務省

施策 施策の内容
令和元年度
予算額
（百万円）

令和２年度
予算額（案）
（百万円）

１．家庭における食育の
推進

－ － －

２．学校、保育所等にお
ける食育の推進

－ － －

３．地域における食育の
推進 － － －

４．食育推進運動の展
開 － － －

５．生産者と消費者との
交流の促進、環境と調
和のとれた農林漁業の
活性化等

都市・農山漁村の地域連携による子供農山漁村交
流推進モデル事業
　子ども農山漁村交流の取組の拡大、定着を図るた
め、送り側・受入側の地方公共団体双方が連携して
行う実施体制の構築を支援するモデル事業を実施
　モデル事業の取組事例やノウハウの横展開を進
めるためのセミナーを開催

37 30

６．食文化の継承のた
めの活動への支援等 － － －

７．食品の安全性、栄養
その他の食生活に関す
る調査、研究、情報の提
供及び国際交流の推進

－ － －
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外務省

施策 施策の内容
令和元年度

予算額
（百万円）

令和２年度
予算額（案）
（百万円）

１．家庭における食育の
推進

－ － －

２．学校、保育所等にお
ける食育の推進

－ － －

３．地域における食育の
推進 － － －

４．食育推進運動の展開
－ － －

５．生産者と消費者との
交流の促進、環境と調和
のとれた農林漁業の活
性化等

－ － －

６．食文化の継承のため
の活動への支援等 － － －

日本食や日本の食文化の紹介も含めた海外向け日
本事情発信誌や映像資料を作成する。 84の内数 89 の内数

国連食糧農業機関（FAO）に対して分担金を拠出す
ることにより、同機関が実施する食品の安全や栄養
改善に関する事業や調査分析、情報収集等の取組
へ貢献する。

5,270の内数 4,533の内数

在外公館が管轄地域における対日理解の促進や親
日層の形成を目的として、外交活動の一環として開
催する総合的な日本文化の発信事業。 238の内数 234の内数

国連世界食糧計画（WFP）への拠出を通じて国際的
な連携・交流の促進及び飢餓や栄養不足の問題等
に関する情報提供を行う。 529の内数 431の内数

７．食品の安全性、栄養
その他の食生活に関す
る調査、研究、情報の提
供及び国際交流の推進
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文部科学省

施策
令和元年度

予算額
（百万円）

令和２年度
予算額（案）
（百万円）

73の内数 75の内数

－
(国立青少年教
育振興機構の

予算で実施)

－
(国立青少年教
育振興機構の

予算で実施)

107 81

社会的課題に対応するための学校給食の活用
  学校給食には、適切な栄養の摂取による健康の
保持増進等に加え、食品ロスの削減、都道府県内
の地場産物や国産食材の活用、郷土料理等の伝
統的な食文化の継承等の社会的な課題・要請へ
の対応が求められており、これらの課題解決に資
するためのモデル事業を実施する。

32 57の内数

つながる食育推進事業
　栄養教諭を中核として家庭を巻き込んだ取組を
推進し、子供の日常生活の基盤である家庭におけ
る食に関する理解を深めることにより、子供の食に
関する自己管理能力の育成を目指す。
　また、家庭、大学、地域、生産者等と連携した食
育を教科等横断的な視点をもって推進し、栄養教
諭を中核とした全校体制による指導・評価方法の
開発を行うとともに、栄養教諭間の連携強化、研修
を行うことにより、栄養教諭の実践的な指導力の
向上を目指す。

51 57の内数

学校給食の現代的課題に関する調査研究
　学校給食調理場における衛生管理への対応な
ど、学校給食を取り巻く行政上の課題に対応する
ための調査研究を行う。

24 25

160,816の内数 116,479の内数

３．地域における食育の
推進 － －

４．食育推進運動の展
開 － －

５．生産者と消費者との
交流の促進、環境と調
和のとれた農林漁業の
活性化等

－ －

施策の内容

１．家庭における食育の
推進

家庭教育支援基盤構築事業
　子供の生活習慣・食育を含む学習機会の効果的な提
供など、地域における家庭教育支援の基盤構築に向け
た取組を支援する。

「早寝早起き朝ごはん」フォーラム事業・推進校事業
　国立青少年教育振興機構と連携・協力し、「早寝早起
き朝ごはん」国民運動を促進するための地域のフォー
ラム事業、中学生の基本的な生活習慣の維持・向上、
定着を図るための推進校事業を実施する。

２．学校、保育所等にお
ける食育の推進

学校給食・食育総合推進事業

学校施設環境改善交付金（学校給食施設整備）
　学校給食の普及充実及び安全な学校給食の実施を
図るため、衛生管理の充実強化等に必要な学校給食
施設の整備に対する補助を行う。

－

－

－
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施策
令和元年度

予算額
（百万円）

令和２年度
予算額（案）
（百万円）

施策の内容

1,284の内数 1,293の内数

245の内数 250の内数

７．食品の安全性、栄養
その他の食生活に関す
る調査、研究、情報の提
供及び国際交流の推進

－ -－

６．食文化の継承のた
めの活動への支援等

国民文化祭
　観光，まちづくり，国際交流，福祉，教育，産業その他
の各関連分野における施策と有機的に連携しつつ，地
域の文化資源等の特色を生かした文化の祭典を実施
し，各種の文化活動を全国規模で発表，共演，交流す
る場を提供するとともに，文化により生み出される様々
な価値を文化の継承，発展及び創造に活用し，一層の
文化の振興に寄与する。

伝統文化親子教室事業
　次代を担う子供たちに対して、伝統文化等に関する
活動を、計画的・継続的に体験・修得できる機会を提供
することにより、伝統文化を将来にわたって確実に継承
し、発展させるとともに、子供たちの豊かな人間性を涵
養する。
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ూବ 課題

事業໪要
৾校ஔ食を通して、食品嵕スのచ減、地産地଎の推進、஫ଁ的な食ધ化のಲഅといった課題の解決に資することを৯的とした事業を実施する。
また、౭養ઇྺを中核として家൦をඕき込峽峊取組を推進し、৕୹の঩ଞ生活の基ೕである家൦における食に関する理解を஥めることにより、৕୹の食

に関する自ഞଵ理能力の育成を৯指す。

৯ఏとする
成果

MENU 2؟つな岶る୫育推進事業

(内ઍ)
○ 望ましい食生活への理解促進を৯的とした஡৕による体験活動等の
実施など、৾校を核として家൦をඕき込峽峊取組を行う。

○ ৾校において、家൦、大৾、地域、生産者等と連携した食育をઇఐ
等૯૵的なଳਡをもって推進し、౭養ઇྺを中核とした全校体制による
指導・௬੼方法を開発し実践する。

○ 新規఼用やભ用ఌえの౭養ઇྺを支援するため、౭養ઇྺ間の連
携を強化する。また、৾校における食育において中核的な૽સを担って
いる౭養ઇྺ及びその実践事例を校内及び地域における研修で活用
する。

（৯的）
食品の生産・加工・流通等の関બ者と連携しつつ、৾校ஔ食でઞ用するٴ

食品の調୸方法や、大୤調理を৐઀とした調理方法及び調理技術を新
たに開発するなど、৾校ஔ食の業ਜ手ದや実施方法等のல組みをગ構
築する。

MENU 1؟঺会的課題に対応するための
৾ૅஔ୫の活用事業

৾ૅஔ୫のਠ৻的課題に関す
る৹ਪ研஢

25௲万円（24௲万円）

（৯的）
校ஔ食の質の維持・向上৾ٴ

ための調査研究等を行う。

૚地域においてથ効な手法をન立し、
ಲਢして実施

食に関するਫしいੴ௙や望ましい
食習ຯをମに付けたుญ生െの増加

社会૾யの૗化にൣい、৕୹た峋の食のೊれや௏೨への୶஭がৄられている。
国において峙、৾校等における食育の推進のため、৾校、家൦、関બ団体等が
連携・協働した取組とそのఢੴ、地場産物や国産食材の活用及び೑が国の஫
ଁ的な食ધ化についての理解を஥める取組を推進すること等が੷められている。

生産者や৾校との連携を強化し、৾校ஔ食における地域の農林水産物の਍
定的な生産・୹ஔ体制の構築等が必要である。また、৾校における食育への取
組峊けで峙限ੀがあることから、家൦をඕき込峽峊取組等が੷められる。

৾ૅஔ୫・୫育総合推進事業 令和2年度੒઴額（੧） 81௲万円
（৐年度੒઴額 107௲万円)

（内ઍ）
○ ৾校ஔ食のୋ生ଵ理等に関する調

査研究
૚都道府県ઇ育੻৩会の৾校ஔ

食のୋ生ଵ理に関する指導者に対し
て研修を実施するとともに、ਊჾ指導
者を৾校ஔ食施設に派遣してୋ生
ଵ理の改ఒ指導を実施する。
また、ୋ生ଵ理に関する৾௙経験

者による調査研究協力者会議を開
催し、ୋ生ଵ理の改ఒに向けた方策
についてਫ਼ୈを行う。

○ ৾校ஔ食౭養報ઔの調査
৾校ஔ食における౭養内ઍ等の実

ଙをཔ඼し、食育推進基ম計画の৯
ఏகにൕ岼られている৾校ஔ食におけ
る地場産物ઞ用સ合や国産食材の
ઞ用સ合に関する調査を実施する。

（内ઍ）
○ 地産地଎の推進

৾校ஔ食において地場産物が一ಽ活用岿れるよう、食品の生産・加
工・流通等における新たな手法等を開発する。

○ 食品嵕スのచ減
৾校ஔ食を活用して、食品の生産・加工・流通等の૚段階で発生す

る食品嵕スのచ減に๾൴することができる体制の構築を৯指す。
○ ஫ଁ的食ધ化のಲഅ

৾校ஔ食において஫ଁ的食ધ化にஉ峀した൴立の઀୹を促進するた
め、ஔ食調理৩の技能向上を図りつつ、ஔ食調理場における調理方
法・技術を開発する。

効果的な取組の成果や౭養ઇྺの配઼効果等について実証データを用いてীෲ・ਫ਼証する。
஍ટਫ਼઒

（৯的）
家൦をඕき込峽峊取組を行うことで、ుญ生െの食に関する自ഞଵ理能ٴ

力を育成する。
。౭養ઇྺの実践的な指導力の向上を৯指すٴ

૚地域の事業の成果を基にથ効な取
組や手法を全国へ普及

੻౏事業 57௲万円（83௲万円）
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公立学校施設の整備

趣 旨

現状と課題

◆制度改正の内容

◆公立学校施設の安全対策・防災機能の強化等の推進

背
景

◆建築単価
○対前年度比 ＋９.0％（資材費、労務費等の上昇分、空調設備分）

小中学校校舎（鉄筋コンクリート造）の場合
令和元年度 193,600円/㎡ ⇒ 令和２年度 211,000円/㎡

※配分時には整備内容に応じて単価を設定

○長寿命化改良事業の制度拡充
• 計画的・戦略的に施設の長寿命化を図るため、予防的な改修工事を補助対象化
○特別支援学校の用に供する既存施設の改修事業の拡充

• 廃校や余裕教室等の既存施設の有効活用を図り、特別支援学校の教室不足解消を
促進するため、事業の算定割合を引上げ（1/3→1/2）

○屋外教育環境の整備に関する事業の補助時限の延長
• グラウンドの暗渠排水等の整備に限り5年間延長

○計画的・効率的な長寿命化の推進
• 将来の財政負担の縮減と老朽化による事故等の危険リスクを低減する計画的・効率的
な施設整備の推進

• 空調設置、給食施設の整備や教育環境の改善等
○小中学校等の教室不足への対応等

• 新築や増築による教室不足の解消、バリアフリー対策等
○防災・減災、国土強靱化のための緊急対策

• 非構造部材を含む耐震対策、トイレ改修等

学校施設は我が国の将来を担う児童生徒の学習・生活の場であり、より良い教育活動を行うためには、その安全性・機能性
の確保は不可欠である。
このため、子供たちの安全と健康を守り、計画的・効率的な長寿命化を図る整備を中心とした教育環境の改善等を推進する。
また、近年多発している大規模災害の教訓を踏まえ、防災・減災に万全を期すため、耐震化や非構造部材の耐震対策などを
推進し、学校施設の強靱化を図る。
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公立小中学校の経年別保有面積＜全国＞

経年25年以上で未改修
経年25年以上で改修済
経年25年未満

（万㎡）

建築後25年以上を
経過した建物が急増

平成30年5月1日現在

子供たちの安全と健康を守るため、
計画的・効率的な長寿命化が急務

築20年～
・外部（屋上、外壁）の劣化
・トイレや一部設備の劣化

築40年～
建物全体の劣化

令和2年度予算額（案） 695 億円
（前年度予算額 667 億円）

令和元年度補正予算額（案） 606 億円
令和２年度臨時・特別の措置 470 億円

予防的な改修長寿命化改修 適切な維持管理・
修繕の実施

築80年
以上の使用
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地域に岴ける家൦ઇ育支援基ೕ構築事業 令和2年度੒઴額(੧) 75௲万円
(৐年度੒઴額 73௲万円)

国 1/3
都㐨ᗓ┴ 1/3
市⏫村 1/3

䛆⿵ຓ率䛇

ూବ

核家ఔ化、共働き家൦・峜とり஡家൦の増加、地域のつながりの希ු化など、家൦を取りඕく環境が૗化ٴ
岩ుญ(18ୃ౞௥)のいる世帯のう峋、核家ఔ世帯のસ合70.0؟%(H10) ڀ 83.3%(H30)岪 岩ుญ(18ୃ౞௥)のいる峜とり஡世帯の数؟৺76万世帯(H30)岪

ମ੺なৼ୥ৼ手がいない、৕育てのฎみやਂ਍を抱えたまま༧立してしまうなど、家൦ઇ育を行うことが困୔な社会ٴ
岩地域において৕育てのฎみやਂ਍をৼ୥できる人がいる৳૧者のસ合34.2؟%(H28)岪 岩৕育てする人にとって地域の支えがとても੎要・やや੎要峊とઓう90.9؟%(H25)岪

ుญৼ୥所におけるుญྦୄに関するৼ୥対応੯数峙一ฮして増加ٴ
岩ుญৼ୥所でのৼ୥対応੯数11,631؟੯(H11) ڀ 159,850੯(ச報க) (H30)（H11年度にૻ峣て、৺13.7೅）岪

地域人材のു成 家൦ઇ育支援体制の構築 家൦ઇ育を支援する取組
家൦ઇ育支援৩等のଦ置
ٴ ৵৾校等に家൦ઇ育支援৩を配઼す
るなどମ੺な地域における家൦ઇ育支援
の体制を強化

家൦ઇ育支援チー嵈の組௶化
ٴ 家൦ઇ育支援৩などの地域人材を
中ੱとした崩ー嵈の組織化

家൦ઇ育支援৩等のു成
ٴ 家൦ઇ育に関する情報઀୹やৼ୥対
応等を行う人材を養成

ٴ 支援活動の企画・ઈ営、関બ機関・団
体との連携等を担う中核的人材を養成

保૧者への৾習機会の஍ટ的な઀୹
ٴ 就৾ৎ௏൧や৳૧者会など、多くの஡が集まる機会を
活用した৾習機会の઀୹（৕育ての方法、ྦୄଆૃ等）

஡৕૞加஑行事の実施
ٴ 自ഞᆾ定૎や自立ੱなど、৕育てのਂ਍解଎や社会を
生き௷く力を養成するため、஡৕での૞加型行事や嵄嵑ン
ティア活動、地域活動等のプ嵕崘嵑嵈を展開

ৼ談対応や情報઀୹
ٴ ฎみを抱える৳૧者、ல事で႞しい৳૧者など、஘ر
な家൦の૾யに応じて、家൦ઇ育支援崩ー嵈等による
情報઀୹や対応を実施

【チー嵈構成৩の୻】
৕育て経験者、੪ઇ৩、ڶۉۅ関બ者、
民生੻৩、ుญ੻৩、৳௏ప、یۈۈ 等

ٴ 関બ機関との協議・連携による情報
共થ等の実施

ٴ ৳૧者にఞり๣うアウト嵒ー崩型支援�※�の実施
（※家庭教育の自主性を尊重しつつ、自宅や学校、企業等に出向いて、

個々の保護者に届ける支援（情報提供、相談対応、話し相手等））

全ての保૧者岶਍ੱして家൦ઇ育を行う岽と岶できる支援体制の構築

੪ઇ৩

PTA
関બ者

৕育て
経験者

地域の多様な人材の૞画
（例）

研修 嵒ー崨ー

中ற的人材のു成

家൦ઇ育支援৩等に対する研修強化ٴ
（৕୹の育峋をめ岺る課題（ྦୄ等）対応）

支援岶ඍきにく岮家൦への対応（崊ウト嵒ーチ஑支援）のౄ実（ుญྦୄଆૃ等）

※以下の取組を行う自治体（都道府県、市町村）を支援（計1,000カ所） （都㐨ᗓ┴等（ᣦ定都市、中᰾市をྵむ）の場合、⿵ຓ率は国䠖1/3、都㐨ᗓ┴等:2/3）
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全国家൦ઇ育支援研஢ੈ৮会の開催

家൦ઇ育支援の全国的な普及を図るため、
ٴ 家൦ઇ育支援に関する優良事例のງஂや、実践ਫ਼証の成果を踏まえた効果的な連携方策の共થ
ٴ 家൦ઇ育支援崩ー嵈、家൦ઇ育支援৩等の研修・交流の場を設定

家൦ઇ育支援推進事業

ઇ育と福祉の連携に峲る家൦ઇ育支援事業（੻౏事業）

地域の実情に応じた஍ટ的な家൦ઇ育支援の推進

¾ 就৾や養育にਂ਍を抱える৳૧者、౞就ୱుの৳૧者からのৼ୥が増加ൊ向
¾ 困୔を抱える৳૧者へのઇ育と福祉の連携の必要性

普及啓発・全国展開

家൦ઇ育支援
チー嵈等

ઇ育・福祉連携プ嵑ットフ崑ー嵈
৳௏・福祉行৆

৕育て世代ෆฐ
支援センター

৳௏センター

ઇ育੻৩会

ుญৼ୥所

৾校

要৳૧ుญ
対策地域協議会

ৼ談窓口の
ワンストップ化等

崙ース会৮等

¾ 地域社会全体で家൦ઇ育を支える体制整備の必要性
¾ 実ଙを踏まえた家൦ઇ育支援方策をਫ਼ୈする必要性

ٴ ৕育てのฎみやਂ਍など৳૧者が抱える課題
等の実ଙཔ඼

ٴ ਊჾ実ଙを踏まえた効果的な家൦ઇ育支援
方策のਫ਼ୈ

家൦ઇ育支援のためのਫ਼ୈ੻৩会等の実施

核家ఔ化、共働き家൦・峜とり஡家൦の増加、地域のつながりの希ු化など、家൦を取りඕく環境が૗化ٴ
岩ుญ(18ୃ౞௥)のいる世帯のう峋、核家ఔ世帯のસ合70.0؟%(H10) ڀ 83.3%(H30)岪 岩ుญ(18ୃ౞௥)のいる峜とり஡世帯の数؟৺76万世帯(H30)岪

ମ੺なৼ୥ৼ手がいない、৕育てのฎみやਂ਍を抱えたまま༧立してしまうなど、家൦ઇ育を行うことが困୔な社会ٴ
岩地域において৕育てのฎみやਂ਍をৼ୥できる人がいる৳૧者のસ合34.2؟%(H28)岪 岩৕育てする人にとって地域の支えがとても੎要・やや੎要峊とઓう90.9؟%(H25)岪

校における働き方改୓や「社会に開かれたઇ育課ங」の実現に向けた、৾校・家൦・地域の岿らなる連携の必要性৾ٴ
岩中ఙઇ育ଟ議会௦ண（਴成31年1া)岪

ూବ

ٴ 家൦ઇ育支援崩ー嵈等と福祉関
બ機関等との連携体制を構築し、
཯႔期から৾ೡ期ਰఋまでのજれ
৯のない支援体制を整備

令和2年度੒઴額(੧) 13௲万円
(৐年度੒઴額 14௲万円)
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【崽崑ー嵑嵈౸業】【崽崑ー嵑嵈事業事例（਴成３ڬ年度）】
岥ଫ๻ଫକきફ岾峙峽岦崽崑ー嵑嵈inしま峗【ਣஉ県】

内
ઍ

૞加者のଢ

・ネットや崚ー嵈ൂோの実ଙと੒ଆに関する൥౰
・৾校や行৆による生活習ຯ等に関する取組についての崹ネル展示
・メディア、食育の実践をテーマとしたীఐ会の開催

・৾習機会のなかったスマ嵃・崚ー嵈ൂோについて৾峠良い機会となった。
・メディアのઞい方について、よりよいઞい方を৕୹た峋と模ดしていきたい。
・ફ岾峙峽をしっかりとることや、食育を通した஡৕の峟れあいの大જ岿を実૎した。
・崹ネル作成者及びৄ৾者など、それぞれの活動発信、情報共થの場となった。

「ネットや崚ー嵈ൂோの実ଙと੒ଆ」
専門家による൥౰の஘৕ ৵৾生による発਀の஘৕食育に関する取組の崹ネル展示

žƴƜƴƜɤ᣼඾Ƭ܇Ꮛ঺ʙಅſ

内
ઍ

成
果

・総合的な৾習のৎ間を活用した生活習ຯづくり౸業の実践
・生െ会組織を活用した啓発ઈ動
・生െ自ମによる「崩嵋レンジآફ岾峙峽づくり」の実践

・生െ৯଍によるମ੺で具体的な情報発信により、生െ自ମが自発的に活動する原動力となった。
・「崩嵋レンジآફ岾峙峽づくり」を実施したことで、家൦をまきこ峽峊取組をすることができた。
・ᄨ༒をとる規則ਫしい生活が、৾習意ඟのಲਢとなることを生െ・৳૧者とともに共થできた。

【推進校事業事例（਴成３ڬ年度）】

生活習ຯづくり౸業の஘
৕

生െによる啓発活動の஘৕ おすすめફ食レシ崼集の作成

問合せ先؟国立ஒ૘年ઇ育振興機構ઇ育事業部事業課 0052-151ٿ】 ূ਎都෡દય代ر木ઋୱ町3୞1ಀ ਗ਼ਵ7685-6407-03؟ FAX7699-6407-03؟】
URL؟http://www.niye.go.jp/services/plan/hayanehayaoki/ ※要୩、ணடછ等の஘式峙、このURLから崨ウン嵕ードできます。

(૞અ）令和２年度「ଫ๻ଫକきફ岾峙峽」
①崽崑ー嵑嵈事業 ②推進校事業

਴成29年度より国立ஒ૘年ઇ育振興機構とધ部ఐ৾੄峙連携して、「ଫ๻ଫକきફ岾峙峽」
国民ઈ動を促進するための地域の崽崑ー嵑嵈事業と、中৾生の基ম的な生活習ຯの維持・向上、
定着を図るための推進校事業を実施しています。
令和２年度においてもਰ下のとおり੻౏先を൳集します。

公 ൳ 期 間 ؟ 令和２年２া７঩（金）
੻౏先決定 ؟ 令和２年３া
事 業 期 間 ؟ 令和２年ڱা下ഽع令和3年３াڱ঩まで

①「ଫ๻ଫକきફ岾は峽」フ崑ー嵑嵈事業
【৯的】
৕୹た峋の基ম的な生活習ຯの維持・向上、定着を図るため、その੎要性を஫え、

地域一ீとなって取組を推進するための機ઈのᅿ成を図るとともに、「ଫ๻ଫକきફ
岾峙峽」等の活動を行っている૚ர団体等の交流の場を創設する。

都道府県・指定都市ઇ育੻৩会及び੣শ部ଂ؟੻౏先ٷ
ྼは実行੻৩会（ஒ૘年ઇ育施設、地方ਁુ੮体、੫業、NPO等多様な機関・੮体で構成）
پ ੻౏先に指定都市ઇ育੻৩会及び੣শ部ଂをৗた௼対଴とし峨した岞

１岵所岬たり1,500૸円上଒؟予算額ٷ

②「ଫ๻ଫକきફ岾は峽」推進ૅ事業
【৯的】
中৾生の৕୹た峋の基ম的な生活習ຯの維持・向上、定着を図るため、その効果

的な手法等を開発することとし、推進校を設け、調査研究を実施する。
都道府県・指定都市・市（ય）঴村ઇ育੻৩会ྼは৾ૅ౐ஆ؟੻౏先ٷ
1,000૸円౞௥؟１ૅ岬たり؟予算額ٷ

ܢフ崑ー嵑嵈事業取組事୻ܡ
専門家による൥౰会の開催ٹ 食、ഭみୂかせ等の体験コーナーの設઼ٹ
校など実践団体等の取組を発਀しあう交流会の実施৾ٹ
૞加者アン崙ートによる、意௙の૗ઍのਫ਼証ٹ

ܢ推進ૅ事業取組事୻ܡ
就๻ৎമやફ食ၭ取૾ய等の実ଙཔ඼ٹ ફ৾習やફഭછ、料理ઇ஼等による啓発ٹ
専門家による൥౰会の開催ٹ 全校生െへ૗ઍ調査等を実施し効果のਫ਼証ٹ

※国立㟷ᑡ年ᩍ育振興機構の予算で実施

Ƃɤᝅࠊᇌɤ᣼඾ɶఄܖᲩɤᝅࠊ૙ᏋۀՃ˟ƃ
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৕୹の஗৛ී੨৬ୡのౄৰ
ਠ૾

ٳ ஗৛ී੨体ୡにम৵৾ে32ਐয、র৾ে37ਐয、ৈૅে15ਐযが取ॉ組॒でःるध推ੑऔれ
るが、੃৘৖のుญেെにలਟのUIJॱーンの੦ຊを஄ਛघるधधुに、৉্のుญেെにଌ੪
の৉্のྟৡのગ৅ৄをയघऒधが期ୄできるञी、঳ಽの推進が૑ਏでँる؛

ٳ েきるৡのᅿਛ等のઇ୘஍ટを੭るञीにम、उउिबڭౝ৑ங২の体ୡが஦ऽしःधऔれる
が、ਠ૾でमऺध॒नがڭຠڮ঩ऽञमڮຠگ঩のಢ期৑の体ୡにधनऽढてःる؛

০৏の্਱ਙ

ٳ 2024ফ২に、਄ੌযਯの೅ੜを৯੐し、৵৾ে65ਐযҨর৾ে75
ਐযҨৈૅে30ਐযが஗৛ී੨体ୡをষअऒधを、৯ఏधしてਝ৒؛

ٳ শ期（ڰຠڱ঩等）の取組఺ल関連して঳体धして取ॉ組ि৉্
൉েにৱघるણ৿（پ）を৉্൉ে推進ઐહসで੍ର؛

س ऒれऽで৵৾ૅの取組のाがৌ଴धऩढてःञ৉্ଃ৆ೈ઼にण
ःて、র৾ૅの取組等にणःてु੍ରをఁপ؛

ٳ ৗञに৕供஗৛ී੨体ୡに取ॉ組ुअधघる৾ૅ等が૑ਏधघる
ਭোડのੲਾや१এーॺ૭ચऩઇ૙৩OB؞OG等のੲਾをాॉ੢॒ट
コーॹॕॿーॺ३スॸ঒を構築؛

ٳ ஗৛ී੨体ୡのઇ୘஍ટにणःて、৕供の৳૧者をमじीधघる
関બ者の৶ੰが੭ैれるेअ、৆ਿにेるઁਾをன開घる؛ ਨਲ੊শඖ঴でのਭোれの஘৕

ূ਎੃૱୉৙৘の取組の஘৕

（総ਜ੄、ધఐ੄、஗਷੄、୭୆੄ध連௚）

లਟの୎ક఺ल৒કのയ進、৉ୠ঺ভを૿अয౫の୘ਛやન৳等を৯৓धしञણ৿پ
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ᠾޛ๤஭ỆấẬỦᠾ௎๤業˳᬴Ὁܿජ˳᬴ỉਖ਼ᡶ
ˋԧᾁࡇ࠰ʖምಒምᙲ൭ỉಒᙲ

䚽令和２年度予算ᴫ算せồにおいて、農山漁村における農林漁業体験・ᐟ泊体験の推進のため、内㛶ᐁᡣ、総ົ省、
文㒊⛉学省、農林水産省、環境省の５省が連携して所せ額を計上。

䚽関係省ᗇ連⤡会㆟を開催し、セミナー等において合ྠで施策ㄝ᫂を行うなど、省ᗇ間の情報共有や連携を実施。

学 校 農山漁村
農山漁村における農林漁業体験・宿泊体験

農山漁村᧙̞Ⴞɟ˳ểễẾẺ事業ਖ਼ᡶ

ዮѦႾ ᠾ௎൦ငႾ ࿢ؾႾ

ίἴἙἽע؏ὸ ί׎ᇌπטሁὸ

文ᢿᅹܖႾ

ϋ᧚ܫ৐Ὁϋ᧚ࡅ

㛵ಀ┬ᗇ㐃⤡఍㆟の設⨨（㆟㛗㸸ᆅ᪉๰⏕⥲ᣓᐁ）ۑ
ࠚ㛗ᮇ（4Ἡ5᪥等）のᏊ供㎰ᒣ⁺ᮧయ㦂の取組に対するᨭ᥼࠙ᆅ᪉๰⏕᥎㐍஺௜㔠1,200（1,000）൨෇の内数ۑ

࠙㎰ᒣ⁺ᮧ᣺⯆஺௜㔠
10,010（9,809)ⓒ୓෇の内数ࠚ

㒔ᕷと㎰ᒣ⁺ᮧの஺ὶをಁ㐍するためۑ
の取組に対するᨭ᥼
・㎰Ἡࢫࢿࢪࣅのయไᵓ⠏
・ほගࢶࣥࢸࣥࢥの☻ࡆୖࡁ
・ᑓ㛛人ᮦの確ಖ 等

஺ὶಁ㐍施設等のᩚഛに対するᨭ᥼ۑ
・ྂẸᐙ等をά⏝した⁫ᅾ施設ࡸ㎰ᯘ

⁺業・㎰ᒣ⁺ᮧయ㦂施設、㎰⏘≀㈍
኎施設等のᩚഛ

・ᆅᇦ内にᏑᅾするᗫᰯ等の㐟ఇ施設
を᭷ຠά⏝する኱つᶍな施設ᩚഛ

（ྛ✀地᪉㈈ᨻᥐ⨨をᥐ⨨）

るᏊ供㎰ᒣࡼ㒔ᕷ・㎰ᒣ⁺ᮧのᆅᇦ㐃ᦠにۑ
⁺ᮧ஺ὶ᥎㐍ࣔࣝࢹ事業
・Ꮚ供㎰ᒣ⁺ᮧ஺ὶの取組のᣑ኱、定╔を
ᅗるため、㏦りഃ・ཷධഃのᆅ᪉බඹᅋయ
཮᪉ࡀ㐃ᦠして⾜࠺実施యไのᵓ⠏をᨭ᥼

・Ꮚ供の㎰ᒣ⁺ᮧయ㦂஺ὶィ⏬の策定をᨭ᥼
のᶓᒎ㛤࢘ࣁ࢘ࣀࡸ事業の取組事౛ࣝࢹࣔ・
を㐍めるための࣮ࢼ࣑ࢭの㛤ദ

࠙㒔ᕷ・㎰ᒣ⁺ᮧのᩍ⫱஺ὶにࡼるᆅᇦάᛶ໬
᥎㐍に要する⤒㈝ 40（40）百万円䛇

⨨る㈈ᨻᥐࡼ特ู஺௜⛯にۑ

・ᐟἩయ㦂άືの取組に対する㈈ᨻᥐ⨨
・యไᩚഛ等࡬の㈈ᨻᥐ⨨

䕿自然体験プロ䜾䝷䝮の開発・実施支援
・ཷධ地域でのプロ䜾䝷䝮開発や 実施
の支援

・ཷධ地域の༠㆟会等と༠力して事業
を進める自然学校等の把握や支援

࠙ᅜ❧බᅬ等におけるᏊ࡝もの⮬↛య㦂
άື᥎㐍事業 8（7）百万円䛇

䛆自然බᅬ等利用䜅れ䛒い推進事業経費
9（9）百万円の内数䛇

䛆環境で地᪉を元Ẽにする地域循環共生ᅪ
䛵くりプ䝷ッ䝖フォー䝮事業

500（500）百万円の内数䛇

学校等におけるᐟ泊体験活動の取組に対するۑ
支援
・ᑠ学校、中学校、㧗等学校等における取組
・ᩍ育委員会が主催する農山漁村体験活動ᑟධ
の取組
・ᩍ育支援センター等における体験活動の取組等

（関連施策）
䛆⿵習等のためのᣦᑟ員等ὴ㐵事業の一㒊

3,198百万円の一㒊䛇

䛆体験活動等を通じた㟷ᑡ年自立支援プロ䝆ェ
䜽䝖 27 （32）百万円䛇

䛆「Ꮚども䜖め基金」事業 8,571百万円の一㒊䛇

䛆೺全育成のための体験活動推進事業
（学校を᰾とした地域力強化プ䝷ンの一㒊）

99 （99）百万円䛇

ᡛụͨίఄܖὸửɶ࣎Ệૅੲ

ᡛụͨίఄܖὸửɶ࣎Ệૅੲ
Ӗλͨ(ᠾޛ๤஭)ửɶ࣎ỆૅੲᡛụͨὉӖλͨӑ૾ầᡲઃ

Ẳềᘍạӕኵửɶ࣎Ệૅੲ
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ŠͤμᏋ঺のƨǊのܿජ˳᬴活動のਖ਼ᡶᲢžఄܖǛఋƱƠƨע؏щ҄ࢍȗȩンſのɟᢿᲣ
ˋ和Წࡇ࠰ʖም᫇ᲢకᲣ ᲳᲳႊɢό

ᲫᲨʙಅϋܾ
ᲢᲫᲣܿජ˳᬴ʙಅ

ܿජ˳᬴活動ǛᘍƏఄܖሁƴƓƚǔӕኵƴݣƢǔᙀяŵ
ĬఄܖݱŴɶఄܖŴ᭗ሁఄܖሁƴƓƚǔӕኵ ᲢᲭᲬᲬఄᲣ

ȷఄܖ૙Ꮛ活動ƴƓƚǔᲬජᲭଐˌɥのܿජ˳᬴活動のӕኵƴݣƢǔʙಅᝲのᙀяŵ
ĭఄܖ૙ᏋƴƓƚǔᠾޛ๤஭˳᬴活動のݰλのƨǊのӕኵ ᲢᲫᲭᲮע؏Უ

ȷ૙ᏋۀՃ˟ƕɼ͵Ƣǔٰ˞ǈ期᧓ɶሁƴࠎஓᎍǛѪƬƯᘍƏӕኵƴݣƢǔʙಅᝲのᙀяŵ
ȷᠾޛ๤஭˳᬴活動ǛƜǕǇưܱ଀ƠƯƍƳƍ᭗ሁఄܖሁのӕኵƴݣƢǔʙಅᝲのᙀяŵ

Į૙Ꮛ支援ǻンǿーᲢᢘࣖਦݰ૙ܴᲣሁƴƓƚǔ˳᬴活動のӕኵ ᲢᲫᲭᲮע؏Უ
ȷ૙ᏋۀՃ˟ƕɼ͵Ƣǔ૙Ꮛ支援ǻンǿーᲢᢘࣖਦݰ૙ܴᲣሁƴƓƚǔӕኵƴݣƢǔʙಅᝲのᙀяŵ

ᲢᲬᲣ˳᬴活動ਖ਼ᡶңᜭ˟ ᲭᲬᲬע؏ (ӲᣃᢊࡅჄȷࠊғထ஭)
ӲᣃᢊࡅჄȷࠊғထ஭ƴƓƍƯŴಮŷƳ˳᬴活動Ǜਖ਼ᡶƠƯƍƘɥưのᛢ᫆Ǎ঺ௐƴƭƍƯңᜭǛᘍƬƨǓŴڤʙ̊の

ӓᨼŴӲఄܖǁのऴإ੩̓Ǎӕኵの୍ӏǛ׋ǔƨǊƴ᧏͵Ƣǔңᜭ˟ǁのᙀяŵ

ᲬᲨᙀяʙಅᎍ ᣃᢊࡅჄȷࠊғထ஭

ᲭᲨᙀяྙ ᲫᲩᲭ

৕どもた峋の௹かな成শにಳかせない、自ே体験、農山漁村体験、ધ化഼術体験など஘رな体験活動を通じ、ుญ生െの௹かな
人間性や社会性を育むとともに、自ഞથ用૎を高め、自らの૽સを意௙岿せるなど一人一人の崕嵋嵒ア発୸を促す。
また、内ద઻ඬ、総ਜ੄、ધ部ఐ৾੄、農林水産੄、環境੄が連携して農山漁村体験を充実することとしており、地域人材や地域

資源を活用することにより、౮世代間交流や都市農村交流を図り、地域の活性化につな岼る。

Šᙀ፼ሁのƨǊのਦݰՃሁ෉ᢔʙಅ ˋ和Წࡇ࠰ʖም᫇ᲢకᲣ 3,198ႊɢόのϋૠ
ᲫᲨʙಅϋܾ

πᇌఄܖの˳᬴活動のܱ଀ȷᚘဒ଺ƴƓƚǔਦݰȷяᚕǛᘍƏ˳᬴活動ǢドバǤǶーŴ˳᬴活動ݦᧉਦݰՃŴ
ჃᜱࠖŴྙࡽȜȩンȆǣǢŴྙࡽ૙Ճのˊஆ૙Ճሁの෉ᢔƴᙲƢǔኺᝲのᙀяŵ

ᲬᲨᙀяʙಅᎍ ᣃᢊࡅჄȷਦܭᣃࠊᲢࠊғထ஭Ƹ᧓੗ᙀяᲣ

ᲭᲨᙀяྙ ᲫᲩᲭ

Ƣǔ支援ݣሁƴƓƚǔܿජ˳᬴活動のӕኵƴఄܖ

৕୹の体験活動の推進 令和2年度੒઴額（੧） 99௲万円
（৐年度੒઴額 99௲万円）

˳᬴活動のܱ଀ሁƴ࢘ƨǓఄܖǛǵȝーȈƢǔʴ஬のᣐፗ（関連施策）
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平成３１年度概算要求額 １５０百万円（「学校を核とした地域力強化プラン」の一部）

○ 健全育成のための宿泊体験活動の推進
（「学校を核とした地域力強化プラン」の一部）

１．事業内容

（１）宿泊体験事業 ： 宿泊体験活動を行う学校等における取組に対する補助。

①小学校、中学校、高等学校等における取組 （３２２校）
学校教育活動における２泊３日以上の宿泊体験活動の取組に対する事業費の補助。

②学校教育における農山漁村体験活動の導入のための取組 （１３４地域）
ア 教育委員会が主催する夏休み中等に希望者を募って行う取組に対する事業費の補助。
イ 農山漁村体験活動をこれまで実施していない高等学校等の取組に対する事業費の補助。

③教育支援センター（適応指導教室）等における体験活動の取組 （１３４地域）
教育委員会が主催する教育支援センター等における取組に対する事業費の補助。

（２）体験活動推進協議会 ３２２地域 各都道府県・市区町村

各都道府県・市区町村において、様々な体験活動を推進していく上での課題や成果
について協議を行ったり、好事例の収集、各学校への情報提供や取組の普及を図る
ために開催する協議会への補助。

２．補助事業者 都道府県・市区町村

３．補助率 １／３

学校等における宿泊体験活動の取組に対する支援

子どもたちの豊かな成長に欠かせない、自然体験、農山漁村体験、文化芸術体験など様々な体験活動を通じ、児童生徒の豊かな人間性や社会性を育むとと
もに、自己有用感を高め、自らの役割を意識させるなど一人一人のキャリア発達を促す。
また、内閣官房、総務省、文部科学省、農林水産省、環境省が連携して農山漁村体験を充実することとしており、地域人材や地域資源を活用することにより、
異世代間交流や都市農村交流を図り、地域の活性化につなげる。

２泊３日以上の宿泊体験
活動の実施を推進

学校における農山漁村体験
活動の実施を推進

地域の実態に応じた円滑な
体験活動の実施を推進

不登校児童生徒を対象とし
た体験活動の実施を推進

様
々
な
体
験
活
動
の
実
施
を
推
進
す
る
こ
と
で
、

児
童
生
徒
の
豊
か
な
心
や
創
造
性
の
涵
養
を
図
る

健全育成のための体験活動推進事業
令和 年度予算額（案） 百万円

前年度予算額 百万円

背景・目的
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・開会式・閉会式

・分野別フェスティバル

・国際交流

・トップレベルの芸術公演

・関連事業との連携 等

・発表機会，鑑賞機会確保

・地域文化・伝統産業等の担い手の発掘

・特色ある地域文化の全国発信

・地域の文化財の積極的活用

観光，まちづくり，国際交流，福祉，教育，産業その他の各関連分野における施策と有機的に連携しつつ，地域の文化資源等の特色を生かした文化
の祭典を実施し，各種の文化活動を全国規模で発表，共演，交流する場を提供するとともに，文化により生み出される様々な価値を文化の継承，発展
及び創造に活用し，一層の文化の振興に寄与する。

目的

開会式（国民文化祭・にいがた２０１９）

◇開会式・閉会式

◇分野別フェスティバル

全国各地の郷土芸能，合唱，吹奏楽，オーケストラ，演劇，舞踊，邦楽，文芸，美術及びお茶，

お花などの生活文化等の分野ごとに，県や全国規模の文化関係団体等から推薦された団体等

を中心にした公演及び分野別の展示・展覧会を行う。

◇国際交流事業

文化団体等を海外から招へい又は海外へ派遣し，相互交流を行い，多様な日本文化を発信

する。

◇シンポジウム

アマチュア文化活動、地域文化活動等を含めた日本文化の動向について広く国民の関心を

喚起するとともに、その振興のあり方を探る。

◇新規事業として，文化産業に関する経済波及効果等の調査を行う。【拡充】

※ 2020年度開催地：宮崎県

事業の内容

・県内の文化活動の活発化，裾野拡大

・地域の文化団体等のレベルアップ，活性化

・都道府県の知名度・イメージの向上

・地域経済活性化・観光集客の向上

国
民
文
化
祭
の
開
催

期待される効果

国 民 文 化 祭
令和２年度予算額（案） 250百万円

(前年度予算額 245百万円)
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௒後の国民文化⚍について

⌧ᅾ（アマチュアの文化の⚍඾）

䛆事業の内容䛇

全国ྛ地の民᪘ⱁ能，民ㅴ，合ၐ，྿ዌᴦ，オー䜿ス䝖䝷，₇
๻，⯙㋀，㑥ᴦ，文ⱁ，⨾⾡及びおⲔ，おⰼなどの生活文化等
のබ₇及びศ㔝別の展♧・展ぴ会を行う。

ほග，まち䛵くり，国際交流，⚟♴，ᩍ育，産業その他のྛ関連ศ㔝における施策と連携しつつ，
地域の文化資源等の≉Ⰽを生かした文化の⚍඾を実施し，文化により生䜏ฟされる様䚻な価್
を文化の継承，発展及び๰㐀に活用し，一ᒙの文化の振興にᐤ୚する。

᪂つ事業として，䝺䝧ルの㧗いⱁ⾡団体による主催බ₇を実施する䛣とにより，国民文化⚍の
ⱁ⾡水‽の向上を図り，そのඃれたබ₇に地元のⱁ⾡団体がཧ加する䛣とで，その地域におけ
る文化振興の䝺ガ䝅ーに⧅げる。䛆拡඘䛇

１．日本の⨾⾡のྡᐆ地᪉展開（㔛ᖐり展）

全国からのᐤ㉗をཷけて䛝た国立༤物㤋等の所ⶶ品を活用し，それ䛮れの地域䜖かりの⨾⾡品等を展♧する䛣とによ
り，より多くの国民がඃれた⨾⾡品にゐれる機会を提供するとともに，インバ䜴ン䝗対応として，地᪉ほගの目⋢となる展
ぴ会を開催する。

௒後（地域の≉Ⰽを活かした総合的な文化の⚍඾）

䛆課題䛇 ཧ加する文化ⱁ⾡団体が限られ，関係者の䜏のイ䝧ン
䝖となっていた。

௒後のス䜿䝆ュール

令和元年度
᪂₲┴開催

年度 開催地 開催事業費 ཧ加者数※ 経῭Ἴ及効果

２７年度 㮵ඣᓥ┴ １６．３൨円 １６３. ４万ே １６５．䠔൨円

２䠕年度 ዉⰋ┴ ６．１൨円 １４䠌．３万ே １２４．䠌൨円

３䠌年度 大ศ┴ １䠔．䠔൨円 １６６．䠕万ே １２５．䠔൨円

䛆２䠌２䠌年度より文化ᗇで取り組む事業の例䛇

※主催事業の䜏

令和２年度
ᐑᓮ┴開催

令和３年度
和ḷ山┴

開催

令和４年度
Ἀ⦖┴開催
（調ᩚ中）

令和５年度
▼ᕝ┴開催

(調ᩚ中）

２．文化ⱁ⾡によるᏊ供育成総合事業
全国ᑠ・中学校等において，実₇ⱁ⾡のᕠᅇබ₇ཪはⱁ⾡家のὴ㐵を行い，Ꮚ供たちに対し㉁の㧗い文化ⱁ⾡を㚷

㈹・体験する機会を提供するとともに，実₇ᣦᑟ・䝽ー䜽䝅䝵ップ等を実施する。

䠔．✵ 等におけるメディアⱁ⾡等日本文化発信事業
ᡃが国のほග基┙の拡඘・強化及びメディアⱁ⾡の振興に資するため，✵ 及び㕲㐨等のබ共交通機関等において，

地域固有の文化資源を活用したメディアⱁ⾡స品を₇ฟ・展♧・上ᫎを行い，✵ 等の魅力及びほගᐈ等の⁫ᅾ・‶㊊
度の向上を図る。

４．༤物㤋を中᰾とした文化䜽䝷スターの形成
༤物㤋を中᰾とした文化䜽䝷スターを形成し，地域のṔྐ，ⱁ⾡，自然⛉学の様䚻な資源を᪂たな๰㐀的活動や事業に

⤖び付け，㤳㛗㒊局等を中ᚰとした地域の主体的・༠ാ的な活動の付加価್を生䜏ฟす「文化ᨻ策」と「⾤䛵くりᨻ策」を
合䜟せて事業展開する。

䛆᪂たな事業効果䛇
・全国的なㄆ▱度の向上
・ᚑ๓の文化⚍の主なཧ加者で䛒るⱁ⾡文化団体関係者等に加え，᪂たなᒙ・年௦・┴እ᮶場者の⋓ᚓ
・地域資源・⣲材を活用した「䜹ルチ䝱ー䝒ーリ䝈䝮」の推進，地域の活性化，ே材育成

国民文化⚍開催にకう経῭Ἴ及効果

５．๻場・㡢ᴦᇽ等機能強化推進事業
地域の๻場・㡢ᴦᇽ等の活性化と実₇ⱁ⾡の水‽向上を図るため，㈈ᨻ基┙の強化と評価䝅ス䝔䝮の構築を行い，බ

₇事業や専門的ே材の養成，普及啓発活動，バリアフリー・多ゝㄒ対応等への支援を行う。

６．発᥀された日本ิᓥ展
全国で実施されている発᥀調査により᫂らかになった遺㊧，ฟᅵ品等を展♧するとともに，併せて開催地域における遺

㊧，ฟᅵ品等を展♧する。

７．メディアⱁ⾡䜾ローバル展開事業
メディアⱁ⾡⚍等を実施するとともに，ᾏእのメディアⱁ⾡関係フェス䝔ィバル等での展♧・上ᫎ等を行う。

３．ఏ⤫文化ぶᏊᩍᐊ
Ꮚ供たちがぶとともに，民಑ⱁ能，工ⱁᢏ⾡，㑥ᴦ，日本⯙㋀，Ⲕ㐨，⳹㐨などのఏ⤫文化・生活文化等を体験・ಟᚓ

で䛝る機会を提供する。また，䛣れまで体験機会がなかった地域のᏊ供たちにも，地᪉බ共団体が中ᚰとなり，地域のᣦ
ᑟ者の活用等により，体験活動機会の඘実を図る。
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Ⴘ ႎᲴഏˊǛਃƏ̓܇ƨƪƴݣƠƯŴൟ̨ᑸᏡŴ߻ᑸ২ᘐŴᢰಏŴ
ଐஜᑈ៉ŴᒧᢊŴᓙᢊŴ׊ᄘŴేݩƳƲのˡወ૨҄Ŵဃ活૨
҄ӏƼ׎ൟۗಏƴ᧙Ƣǔ活動ǛŴᚘဒႎȷዒዓႎƴ˳᬴ȷ̲
のഭӪƱˡወのɶƔǒဃ׎ưƖǔೞ˟の੩̓ƴǑǓŴ঻ƕࢽ
ǇǕŴٻЏƴܣǓˡƑǒǕƯƖƨˡወ૨҄ሁǛݩஹƴǘƨƬ
Ưᄩܱƴዒ১ƠŴႆޒƞƤǔƱƱǋƴŴ̓܇ƨƪのᝅƔƳʴ
᧓ࣱǛ෪᫱ᲢƔǜǑƏᲣƢǔƜƱ

ӋьݣᝋᲴע؏ƴנ˰Ƣǔᚃ܇ሁᲢ̓܇のǈƕݣᝋの૙ܴǋӧᲣ
ܱ଀ɼ˳Ჴˡወ૨҄ሁƴ᧙Ƣǔ活動ǛᘍƏׇ˳Ტˡወ૨҄᧙ׇ̞˳Უሁ
ܱ଀૾ඥᲴμ׎のˡወ૨҄᧙ׇ̞˳ǛݣᝋƴѪᨼƠஊᜤᎍݙ௹ǛኺƯൿ

૙ܴſƱᡲઃƠƨ˳᬴ೞ˟Ǜ੩̓̓܇ࢸž્ᛢܭ
支援ʙಅૠᲴኖᲭᲦᲲᲪᲪ૙ܴ

䜏まや↝䛝ᩍᐊᏊ供ᒇྎᄳᏊᩍᐊ

Š ᇹᲭ期૙ᏋਰᐻؕஜᚘဒᲢ࠯঺ᲭᲪ࠰Ჰஉ᧚ᜭൿܭᲣ

ᩍᐊ実施型 1,106百万円（1,145百万円）

Š ᇹ1期૨҄ᑸᘐਖ਼ᡶؕஜᚘဒᲢ࠯঺ᲭᲪ࠰Ჭஉ᧚ᜭൿܭᲣ
ƨƪƕˡወႎƳ̖͌ƴᚑǕǔೞ˟のΪܱƴѐǊǔŵ̓܇ஹの૨҄ᝠのਃƍ৖ưƋǔݩ

૨҄ᑸᘐׇ˳ƱのᡲઃȷңщǛ׋Ǔƭƭȷȷȷ̓܇ƨƪƕע؏のˡወ૨҄ƴᚑǕǔೞ˟Ǜ੩̓Ƣǔӕኵǁの支援ǛᘍƏŵ

Ⴘ ႎᲴˡወ૨҄ሁǛਰᐻƢǔᐯ඙˳ƕע؏の૨҄Ǜ੐ǓឪƜƠŴᨼɶႎ
ƴ˳᬴ưƖǔٶಮƳೞ˟ǛоЈƢǔƜƱƴǑǓŴǭッǺǦǣーク
ሁの˞ଐƴƓƚǔ活動ೞ˟ǍᨦܹのƋǔ̓܇の˳᬴ೞ˟Ǜᄩ̬Ƣ
ǔƳƲŴע؏のٶಮƳʴŷのᅈ˟ӋဒǍ̓܇の˳᬴活動ೞ˟のΪ
ܱǛ׋ǔƜƱ
૙ܴܱ଀׹ƕܱ଀ƞǕƯƍǔע؏のਦݰᎍሁのңщƴǑǓŴʙಅ
ǛΪܱȷႆޒƞƤǔƜƱ

ӋьݣᝋᲴע؏ƴנ˰Ƣǔᚃ܇ሁ
ܱ଀ɼ˳Ჴ૾עᐯ඙˳
支援ʙಅૠᲴኖᲮᲪע؏

Š ኺฎᝠ૎ᢃփƱો᪃のؕஜ૾ᤆ2019Ტˋ和Ψ࠰Ჰஉ᧚ᜭൿܭᲣ

ž૨҄ᑸᘐਖ਼ᡶؕஜᚘဒſǍž૨҄ኺฎ৆ဦſƴؕƮƖŴȷȷȷ̓܇Ǎᨦܹᎍሁの૨҄ᑸᘐ活動のਖ਼ᡶȷȷȷƴӕǓኵǉŵ

着⿦・♩法ᩍᐊ
䛝もの文化体験⚍りኴ㰘体験㒓ᅵ食文化体験

地域展開型䛆拡඘䛇 95百万円（46百万円）

Š சஹ৲᝻৆ဦ201ᲲᲢ࠯঺ᲭᲪ࠰Ჰஉ᧚ᜭൿܭᲣ

ൟɟ˳ưਖ਼ᡶƢǔŵܫಮƳ活動ೞ˟のᄩ̬ሁǛٶƠŴܭƕӼƖӳƏ଺᧓Ǜᄩ̬ƢǔƨǊȷȷȷžǭッǺǦǣークſǛᚨ̓܇ʴƱٻ

伝統文化親子教室事業
令和２年度੒઴額（੧）1,293௲万円
(৐年度੒઴額 1,284௲万円)

調査研究及びᑂ査経費等 92百万円（93百万円）

૙ܴƴӋьƠƨ̓܇Ǎ̬ᜱᎍŴਦݰᎍǛݣᝋƴʙಅܱ଀ƴƭƍƯᛦ௹ሁǛᘍƏƱƱǋƴŴƦのኽௐǛ૙ܴのܱ଀ׇ˳ƴᢩΨƠŴʙಅのોծǍ୼Ƴǔјྙ
ႎȷјௐႎƳܱ଀ƴጟƛǔŵ 26



厚生労働省

施策 施策の内容
令和元年度

予算額
（百万円）

令和２年度
予算額（案）
（百万円）

１．家庭における食育の
推進

「健やか親子21」による母子保健活動の推進
　「健やか親子21（第2次）｣（21世紀の母子保健の取
組の方向性を提示すると同時に、目標値を設定し、
関係機関・団体が一体となって推進する国民運動計
画）による母子保健活動の推進を行う。

20 20

２．学校、保育所等にお
ける食育の推進

－ － －

３．地域における食育の
推進

国民健康づくり運動の推進（「健康日本２１（第二
次）」
　平成25 年度からの「二十一世紀における第二次
国民健康づくり運動（健康日本21（第二次））」を国民
の自主的な参加による国民運動として、普及推進を
図るとともに、国民の身体状況や食生活等の状況を
明らかにする国民健康・栄養調査の実施、最新の科
学的根拠に基づく食事摂取基準の策定など、健康
増進の総合的な推進を図る。

667 941

8020運動・口腔保健推進事業
　都道府県が実施する歯の健康づくりのために行わ
れる地域の実情に応じた歯科保健医療事業の円滑
な推進を支援する。

403の内数 706の内数

子どもの生活・学習支援事業
　放課後児童クラブ等の終了後に、ひとり親家庭の
子どもに対し、悩み相談を行いつつ、基本的な生活
習慣の習得支援・学習支援、食事の提供等を行い、
ひとり親の家庭の子どもの生活向上を図る自治体の
取組を支援する。

12,961の内数 13,212の内数

４．食育推進運動の展開
－ － －

５．生産者と消費者との
交流の促進、環境と調和
のとれた農林漁業の活
性化等

－ － －

６．食文化の継承のため
の活動への支援等 － － －

７．食品の安全性、栄養
その他の食生活に関す
る調査、研究、情報の提
供及び国際交流の推進

食品に関する情報提供や意見交換（リスクコミュニ
ケーション）の推進
　食品安全に対する消費者の意識の高まりなどに対
応するため、食品安全基本法や食品衛生法に基づ
き、消費者などへの積極的な情報の提供や双方向
の意見交換を行う。

9 9
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令和２年度食育関連予算について

厚生労働省
令和２年１月
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１． 家庭における食育の推進

２． 学校、保育所等における食育の推進

３． 地域における食育の推進

４． 食育推進運動の展開

５． 生産者と消費者との交流の促進、環境と調和の
とれた農林漁業の活性化等

６． 食文化の継承のための活動への支援等

７． 食品の安全性、栄養その他の食生活に関する
調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進

厚生労働省における食育関連主要事業について

「第３次食育推進基本計画」
第３ 食育の総合的な促進に関する事項

・「健やか親子２１」による
母子保健活動の推進

・国民健康づくり運動
「健康日本２１」の推進

・ 8020運動・口腔保健推進事業

・子どもの生活・学習支援事業
（居場所づくり）

・食品に関する情報提供や
リスクコミュニケーションの推進
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住 民 （ 親 子 ）ＮＰＯ

連携と協働

モニタリングの構築

企業
医療機関 研究機関

学校

地方公共団体

○21世紀の母子保健の取組の方向性を提示すると同時に、目標値を設定し、関係機関・団体が
一体となって推進する国民運動計画

【基盤課題Ａ】
切れ目ない

妊産婦・乳幼児
への保健対策

【基盤課題Ｂ】

学童期・思春
期から成人期
に向けた保健

対策

【基盤課題Ｃ】

子どもの健や
かな成長を見
守り育む地域

づくり

【重点課題①】

育てにくさを感
じる親に寄り
添う支援

【重点課題②】

妊娠期からの

児童虐待防止
対策

「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現

国（厚生労働省、文部科学省等）

「健やか親子２１」による母子保健活動の推進 【令和２年度予算案額 20百万円】
（令和元年度予算額 20百万円）

健やか親子２１推進協議会
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成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を
切れ⽬なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律

（平成30年法律第104号）（抜粋）

（教育及び普及啓発）
第十四条 国及び地方公共団体は、国民が成育過程における心身の健康に関する知識
並びに妊娠、出産及び育児並びにそれらを通じた成育過程にある者との科学的知見に
基づく愛着の形成に関する知識を持つとともに、それらの知識を活用して成育過程にあ
る者及び妊産婦の心身の健康の保持及び増進等に向けた取組が行われることを促進
するため、成育過程にある者及び妊産婦の心身の健康等に関する教育（食育を含む。）
並びに広報活動等を通じた当該取組に関する普及啓発その他の必要な施策を講ずる
ものとする。

（医療計画等の作成に当たっての配慮等）
第十九条 都道府県は、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第三十条の四第一項
に規定する医療計画その他政令で定める計画を作成するに当たっては、成育過程にあ
る者等に対する成育医療等の提供が確保されるよう適切な配慮をするよう努めるものと
する。

２・３ （略）
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国民健康づくり運動「健康日本２１」の推進予算
【令和２年度予算案 941百万円】
（令和元年度予算額 703百万円）

健康寿命の延伸を目指した「健康日本２１」の推進

 健康日本２１（第二次）推進費 〈令和２年度予算額 169百万円（元年予算額 169百万円）〉

 健康日本２１（第二次）分析評価事業 〈令和２年度予算額 38百万円（元年予算額 28百万円）〉

〈主要事業〉

 国民健康・栄養調査の実施に係る経費 〈令和２年度予算額 313百万円（元年予算額 148百万円）〉

 食事摂取基準関連経費等 〈令和２年度予算額 10百万円（元年予算額 12百万円）〉

 管理栄養士等の資質確保、向上 〈令和２年度予算額 82百万円（元年予算額 80百万円）〉

 糖尿病予防戦略事業 〈令和２年度予算額 37百万円（元年予算額 37百万円）〉

科学的根拠に基づく基準等の整備

管理栄養士等の養成・育成、地域における栄養指導の充実

栄養サミット2020を契機とした食環境づくりの推進

 栄養サミット２０２０におけるテクニカル・セッション開催経費 〈令和２年度予算額 81百万円〉

 栄養サミット２０２０を契機とした国際貢献に向けた調査事業 〈令和２年度予算額46百万円〉
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社会全体としての国⺠運動へ

○企業・団体・⾃治体への参画の呼びかけ
○社員・住⺠の健康づくりのためのリーフレットやポスターの提供
○⼤⾂表彰「健康寿命をのばそう︕アワード」
○「健康寿命をのばそう︕サロン」による参画団体の交流と好事例の横展開
○「いきいき健康⼤使」による、各種イベントでの健康づくりの呼びかけ

厚⽣労働省厚⽣労働省

社内啓発や消費者への啓発活動に利⽤するロゴマーク
の使⽤（パンフレットやホームページなど）

→ 企業等の社会貢献と広報効果

社員・住⺠の健康づくり、禁煙や受動喫煙防⽌の呼び
かけ、検診・健診促進のためのポスター等による啓発
→ 社員・住⺠の健康意識の向上・促進

＜事業イメージ＞

・フィットネスクラブ
・⾷品会社

等

・メディア
・外⾷産業

企業・団体
⾃治体＜健康寿命をのばそう︕アワード表彰式＞

○背景︓⾼齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ、特定健診等により⽣活習慣病等を始めとした疾病を予防・早
期に発⾒することで、国⺠の健康寿命の延伸と健康格差の縮⼩を図り、健やかで⼼豊かに⽣活できる活⼒
ある社会を実現することが重要である。

○⽬標︓「適度な運動」「適切な⾷⽣活」「禁煙・受動喫煙防⽌」「健診・検診の受診」をテーマに、健康づくり
に取り組む企業・団体・⾃治体を⽀援する「スマート・ライフ・プロジェクト」を推進。個⼈や企業の
「健康意識」及び「動機付け」の醸成・向上を図り、社会全体としての国⺠運動へ発展させる。

健康寿命をのばす国⺠運動
＜スマート・ライフ・プロジェクト＞

健康寿命をのばす国⺠運動
＜スマート・ライフ・プロジェクト＞
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２．都道府県等口腔保健推進事業
604,612千円（ 301,017千円）

地域の実情に応じた総合的な歯科保健医療施策を進めるための体制確保、要介護高齢者等への対応やそれ
を担う人材の育成及び医科・歯科連携の取り組みに対する安全性や効果等の普及を図る。
また、地域間の格差解消等の観点から、歯科疾患対策の強化が特に必要な地域を対象として、取組の強化等

を行う。

補助率：１／２

１）口腔保健支援センター設置推進事業
２）歯科保健医療サービス提供困難者への歯科医療技術者養成事業
３）調査研究事業

・歯科口腔保健調査研究事業
・多職種連携等調査研究事業

１）～３）の補助対象：都道府県、保健所を設置する市、特別区

４）口腔保健の推進に資するために必要となる普及・促進事業
①歯科疾患予防・食育推進等口腔機能維持向上事業 （うち、歯科疾患予防事業について拡充）
②歯科保健医療サービス提供困難者への歯科保健医療推進事業 （拡充）
③歯科口腔保健推進体制強化事業 （追加）

地域間の格差解消のために歯科口腔保健推進体制の強化が特に必要な市町村を対象として、歯科口腔保健の
実態分析、推進体制の整備、計画策定等の支援を行う。

４）の補助対象：都道府県、市町村、特別区（但し、都道府県が事業を実施している地域内の市町村は除く）

３．歯科口腔保健支援事業
1,326千円（ 1,326千円）

歯科口腔保健推進室において、口腔
と全身に関する知識の普及啓発や対話
を通じて、国、地方公共団体、住民（国
民）それぞれと相互に連携していく。

○ 歯科口腔保健の推進に関する法律に基づき策定された歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の中間評価が行われ、平成30年９月に中間評価報告書が取りまとめられた。同
報告書において地域格差や、社会経済的な要因による健康格差の実態把握に努め、格差解消に向けた取組の推進が必要である旨が盛り込まれている。

○ 基本的事項のうち、「定期的に歯科検診等を受けることが困難な者に対する歯科口腔保健」については、介護保険施設等入所者に対する歯科検診の実施率が19.0％（2022年度
目標：50%）、障害者支援施設等における歯科検診実施率が62.9%(2022年度目標90%)など、目標から大きく乖離している状況にあり、当該事項に係る対策の強化が必要。

○ また、健康寿命延伸プラン（令和元年5月29日公表）において、地域・保険者間の格差の解消等により歯科疾患対策の強化を含む疾病予防・重症化予防の取組を推進することが
示されており、係る観点からエビデンスに基づく効果的・効率的なポピュレーションアプローチ等による取組を推進する必要性が指摘されている。

8020運動・⼝腔保健推進事業

住⺠（国⺠）

補助・支援

実績報告

普及啓発

歯科口腔保健に
関する取組を実施

⾃治体

厚⽣労働省

１． ８０２０運動推進特別事業
100,463千円(100,463千円)

８０２０運動及び歯科口腔保健の推進のため、歯の
健康の保持等を目的として実施される歯科保健医療
事業（都道府県等口腔保健推進事業に掲げる事業を
除く）に必要な財政支援を行う。

補助対象：都道府県

補助率：定額

１）８０２０運動及び歯科口腔保健の推進に関する検
討評価委員会の設置

２）８０２０運動及び歯科口腔保健の推進に資するた
めに必要となる事業
ア 歯科口腔保健の推進に携わる人材研修事業
イ 歯科口腔保健の推進に携わる人材の確保に
関する事業

ウ その他、口腔保健推進事業に掲げる事業以外
の事業

令和２年度予算案︓706,401千円
（402,806千円）
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○ 地域の学⽣や教員ＯＢ等のボランティア等で、ひとり親家庭の⼦どもの福祉の向上に理解と熱意を有する⽀援員を配置して、
⼦どもに対して適切な⽣活⽀援や学習⽀援等を⾏うとともに、⼦どもの良き理解者として悩み相談や進学相談等に応じる。

○ ⾷事の提供を⾏う場合には、⾷育の観点に配慮するとともに、衛⽣管理等に⼗分配慮する。また、⾷材の確保には、地域の
農家、フードバンク等の協⼒を得る。
（⾷材費は、実費徴収可）

○ ⽀援員の募集・選定・派遣調整、教材作成等を
⾏うコーディネーターや、⽀援員の指導・調整、
運営管理等を⾏う管理者を配置する。

⼦どもの⽣活・学習⽀援事業（居場所づくり）

地域の支援スタッフ
（学生・教員OB等）

＜実施場所＞
児童館、公民館、民家等

学習支援 食事の提供

＜支援の内容（例）＞

遊び等の諸活動 調理実習

※平成28年度から実施

○ ひとり親家庭の⼦どもが抱える特有の課題に対応し、貧困の連鎖を防⽌する観点から、放課後児童クラブ等の終了後に、
ひとり親家庭の⼦どもに対し、児童館・公⺠館や⺠家等において、悩み相談を⾏いつつ、基本的な⽣活習慣の習得⽀援・学習
⽀援、⾷事の提供等を⾏うことにより、ひとり親家庭の⼦どもの⽣活の向上を図る。

○ ①及び②の⽀援を組み合わせて実施することを基本とし、
これに加えて、③の⽀援を地域の実情に応じて実施する。
① 基本的な⽣活習慣の習得⽀援や⽣活指導
② 学習習慣の定着等の学習⽀援
③ ⾷事の提供

【実施主体】都道府県・指定都市・中核市・市区町村
（事業の全部又は一部を民間団体等に委託可）

【補助率】国1/2、都道府県・指定都市・中核市1/2
国1/2、都道府県1/4、市区町村1/4

【令和元年度予算】母子家庭等対策総合支援事業(159億円)の内数

【H29実績（延べ利用人数）】232,391人

⽬ 的⽬ 的

事業内容事業内容

実施体制・実施⽅法実施体制・実施⽅法
《②︓東京都世⽥⾕区》 《③︓北九州市》《②︓東京都江⼾川区》

コーディネーター・管理者

【令和２年度予算案額】 133億円の内数
（令和元年度予算額 159億円の内数）（母子家庭等対策総合支援事業）
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⾷品に関する情報提供やリスクコミュニケーションの推進

Twitterホームページ意⾒交換会等 リーフレット等
の作成

全国各地において
・⾷品中の放射性物質
・輸⼊⾷品の安全性確保
・健康⾷品 など
をテーマに意⾒交換会等を開催

厚⽣労働省ホームページ「⾷
品」において、緊急情報やト
ピックス、施策別の詳細な情報
やパンフレット・リーフレット
を提供・公開
URL︓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunit
suite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/in
dex.html

厚⽣労働省の⾷品衛⽣⾏政に関
連する情報を積極的に発信
厚⽣労働省Twitter︓
https://twitter.com/MHLWitter
⾷品安全情報Twitter︓
https://twitter.com/Shokuhin_ANZEN

⾷品安全全般、⾷中毒予防（有毒
植物、カンピロバクター、リステ
リア等）について、⼀般国⺠向け
のリーフレットを作成

各⾃治体の協⼒のもと、意⾒交換会の開催やリーフレットの配布を⾏っている

【令和２年度予算案額 9百万円】
（令和元年度予算額 9百万円）
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経済産業省

施策 施策の内容
令和元年度
予算額
（百万円）

令和２年度
予算額（案）
（百万円）

１．家庭における食育の
推進

－ － －

２．学校、保育所等にお
ける食育の推進

－ － －

３．地域における食育の
推進

健康経営銘柄（ヘルスケアサービス社会実装事業
の内数）
　「健康経営銘柄」は、経済産業省が東京証券取引
所と共同で、東京証券取引所の上場会社の中から
「健康経営」に優れた企業を選定し、長期的な視点
からの企業価値の向上を重視する投資家にとって魅
力ある企業として紹介をすることを通じ、企業による
「健康経営」の取組を促進することを目指す。

726の内数 521の内数

４．食育推進運動の展開
－ － －

５．生産者と消費者との
交流の促進、環境と調和
のとれた農林漁業の活
性化等

－ － －

６．食文化の継承のため
の活動への支援等 － － －

７．食品の安全性、栄養
その他の食生活に関す
る調査、研究、情報の提
供及び国際交流の推進 － － －
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௏೨৽੾につ岮ての取組
ع௏೨৽੾ໝ෧ع

令和੪年10া
৽ੋ産業੄

嵀ルス崙崊産業課
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「௏೨৽੾・௏೨਺ৱ」とは
௏೨経営と峙、జ業৩の௏೨৳持・増進の取組が、లਟ的に収益性等を高める਺資であるとのઅえの下、
௏೨ଵ৶を৽੾的ଳਡ岵峳અえ、戦略的に実ᄷすること。
௏೨਺資と峙、௏೨৽੾のઅえ方に基づいた具体的な取組。
企業が経営理୛に基づき、జ業৩の௏೨৳持・増進に取り組むこと峙、జ業৩の活力向上や生産性の向上等

の組織の活性化をもたらし、੥果的に業ౚ向上や組௶としての੼க向上へᇽ岶る岽と岶期ୄ岿れる。

1

組௶の活性化
生産性の向上

జ業৩の௏೨増進
జ業৩の活力向上

1੫業৶୛（শ期的なビジョンに基づ岮た৽੾）

人的ৱমに対する਺ৱ
（జ業৩への௏೨਺ৱ）

঺会への஍ટ
国民のQOL（生活のସ）の向上
嵀ルス崙崊産業の創出
岬る峣き国民ୢ௜ાの実ਠ

優ೢな人材のඃ得
人材の定ା率の向上

੫業の
成শポテンシ嵋ルの

向上

イ崶嵁ーションの
౺೎のඃ得・ఁ大

৽੾課題ੰ決に向けた
基ຊ体力の向上

業ౚ向上
੫業੼க向上
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「健康経営銘柄」の選定

2

 平成27年3月、初代となる「健康経営銘柄」を選定以後、主要な新聞社やテレビ放送において「健康経営」を取
り上げる機会が大幅に増加。

 平成31年2月には、第5回となる「健康経営銘柄2019」として27社業種36社を選定。選定に用いる健康経営
度調査には、過去最高の1,800法人からの回答があり、社会からの関心の高まりが見受けられる。

＜ 健康経営アワード2019の様子 ＞
（上）左から主催者の東京証券取引所 岩永取締役、

関経済産業副大臣、プレゼンターの青木 愛 氏
（左）健康経営銘柄2019選定企業によるフォトセッション
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「健康経営銘柄2019」選定企業

3

業種 選定企業 業種 選定企業
水産・農林業 日本水産株式会社 精密機器 テルモ株式会社
建設業 西松建設株式会社 その他製品 株式会社アシックス
食料品 味の素株式会社 電気・ガス業 中部電力株式会社
繊維製品 株式会社ワコールホールディングス 陸運業 東京急行電鉄株式会社
パルプ・紙 大王製紙株式会社

情報・通信業
ヤフー株式会社

化学 花王株式会社 株式会社ＫＳＫ
医薬品 塩野義製薬株式会社 SCSK株式会社

石油・石炭製品 ＪＸＴＧホールディングス株式会社 卸売業 キヤノンマーケティングジャパン株式会社
ゴム製品 バンドー化学株式会社 小売業 株式会社丸井グループ

ガラス・土石製品 TOTO株式会社
銀行業

株式会社広島銀行
非鉄金属 古河電気工業株式会社 株式会社みずほフィナンシャルグループ

機械 株式会社ディスコ 証券、
商品先物取引業 株式会社大和証券グループ本社

電気機器

コニカミノルタ株式会社

保険業

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社

ブラザー工業株式会社 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式
会社

オムロン株式会社 東京海上ホールディングス株式会社
株式会社堀場製作所 その他金融業 リコーリース株式会社
キヤノン株式会社 不動産業 フジ住宅株式会社

輸送用機器 株式会社デンソー サービス業 株式会社ディー・エヌ・エー

 「健康経営銘柄2019」として27社業種36社を選定。
 １業種１社を基本としつつ、健康経営度調査の結果において各業種で最も高い健康経営度の企業の平均を算

出し、その平均より高い健康経営度である企業も選定している。

※業種は東京証券取引所の業種区分41



（参考）健康経営度調査の設問のうち食生活の改善に関わる設問

4

Q42.★◎食生活改善に向けた具体的な支援（研修・情報提供を除く）を行っていますか。（いくつでも）
1 1.社員食堂など給食施設において、法定を超える管理栄養士・栄養士の配置を行い、

　栄養管理された食事の提供を実施
2 2.栄養バランスに配慮した仕出弁当や食事を提供できる環境の整備（1.の給食施設を除く）
3 3.食生活改善に向けたアプリ提供、カロリー記録等のサポートの実施
4 4.職場の売店や自動販売機等での熱量（カロリー）・主な栄養成分等の表示
5 5.外部事業者・管理栄養士等による栄養指導・相談窓口の設置
6 6.第三者認証を受けた健康に配慮した食事（飲料を除く）を提供する環境の整備

（社員食堂での提供・食事の補助等）
7 7.その他
8 8.行っていない

　　 ※給食施設とは、社員食堂等の特定かつ多数の人に継続的に食事を供給する施設です。

（Qでいずれか実施している場合）最も重点的に取り組まれている施策について、
以下の内容をお答えください。
SQ1.施策の内容を、Qの選択肢から一つ選び、内容の概要をお答えください。

選択肢
（Qから1つだけ）
概要

SQ2.2018年度の対象人数、参加・実施人数（それぞれ１つだけ）
◆複数回実施している場合は延べ人数ではなく実人数でご回答ください。

(a)対象者の割合 1.2割未満 2.2割以上5割未満
※全従業員に占める 3.5割以上8割未満 4.8割以上
　対象者の割合 5.把握していない 6.施策に対象者という概念が無い
(b)参加者の割合 1.2割未満 2.2割以上5割未満
※対象者に占める 3.5割以上8割未満 4.8割以上
　参加者の割合 5.把握していない

SQ3.施策を評価・改善するために確認している内容（いくつでも）
1.参加者の満足度など、プログラムの内容についての参加者からの評価
2.参加率・達成率など施策の実施状況
3.従業員の健康・ストレス状況や生活習慣の改善状況等への定量的な効果
4.実施に係る費用に対する医療費への影響など費用対効果
5.従業員の生産性等（アブセンティーイズム、プレゼンティーイズム等）への影響
6.その他
7.特に確認していない

選択
内容→

42



環境省

施策 施策の内容
令和元年度

予算額
（百万円）

令和２年度
予算額（案）
（百万円）

１．家庭における食育の
推進

－ － －

２．学校、保育所等にお
ける食育の推進

食品ロス削減及び食品廃棄物等の３R促進事業費
　学校給食から排出される食品廃棄物の３Rの実施
及び当該３Ｒの取組を題材とした食育・環境教育活
動の実施等について、地方自治体を支援する。 食
品ロスに係るHPを整備するとともに食品ロス削減全
国大会を開催するなどして、全国規模での普及啓発
を行い、消費者の間での食品ロスに関する認知度の
向上を図る。　さらに、各地域におけるリサイクル
ループ形成促進や登録再生利用事業者の育成等の
ため、事業者・自治体向けのセミナー等を活用した
マッチングを実施する。

98の内数 123の内数

３．地域における食育の
推進 － － －

４．食育推進運動の展
開 － － －

５．生産者と消費者との
交流の促進、環境と調
和のとれた農林漁業の
活性化等

－ － －

６．食文化の継承のた
めの活動への支援等 － － －

７．食品の安全性、栄養
その他の食生活に関す
る調査、研究、情報の
提供及び国際交流の推
進

－ － －
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農林水産省

施策 施策の内容
令和元年度

予算額
（百万円）

令和２年度
予算額（案）
（百万円）

１．家庭における食育の
推進

－ － －

２．学校、保育所等にお
ける食育の推進

－ － －

３．地域における食育の
推進

食料産業・６次産業化交付金のうち地域での食育の
推進
　地域関係者が連携して取り組む以下の食育活動を
支援。食育推進等のリーダーの育成等。農林漁業
体験の提供に向けた検討会開催や体験機会の提
供。共食の場の提供。地域食文化の継承や日本型
食生活の実践に向けた調理講習会等の開催。和食
給食の普及に向けた献立の開発や食育授業の開
催。食品ロスの削減に向けた啓発資料の配付やセミ
ナーの実施等。

314の内数 245の内数

食育活動の全国展開事業委託費
　食育推進全国大会や食育活動表彰、食育の推進
状況を把握するための意識調査を実施するととも
に、食育に関する事例等の収集と普及・啓発等を実
施する。  「第３次食育推進基本計画フォローアップ
中間取りまとめ」（平成31年４月　食育推進評価専門
委員会）において挙げられた課題に対応するため、
多様な主体が連携し食育全体を包括する形での情
報の提供を検討する。

58 58

食料産業・６次産業化交付金のうち地域での食育の
推進（再掲） 314の内数 245の内数

水産バリューチェーン事業のうち流通促進・消費等
拡大対策事業
　加工・流通業者等が、水産バリューチェーン中に生
じた局所的な課題を解消するために実施する取組
や、事業者の生産性向上を図る取組等を支援。併せ
て、消費者への魚食普及、国産水産物・加工原料の
安定供給を支援。

771の内数 442の内数

食料産業・６次産業化交付金のうち加工・直売の取
組への支援
　直売所の売上げの向上に向けた多様な取組農林
漁業者と多様な事業者が連携して行う地産地消等
の取組を支援する。

1,434の内数 2,534の内数

食料産業・６次産業化交付金のうち地域での食育の
推進（再掲）

314の内数 245の内数

日本の食消費拡大国民運動推進事業
　生産者・食品関連事業者・団体、国が一体となって
国産農林水産物の消費拡大を推進するため、日本
の食の魅力を消費者に広く普及する活動や、国産農
林水産物の利用を積極的に進める食品関連事業者
等の取組を後押しするための表彰等を通じた情報発
信を実施する。また、学校給食等へ地場産食材を安
定供給する取組をはじめとした地産地消を推進する
ためのコーディネーターの育成等を支援する。

182 128

４．食育推進運動の展
開

５．生産者と消費者との
交流の促進、環境と調
和のとれた農林漁業の
活性化等
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施策 施策の内容
令和元年度

予算額
（百万円）

令和２年度
予算額（案）
（百万円）

５．生産者と消費者との
交流の促進、環境と調
和のとれた農林漁業の
活性化等

農山漁村振興交付金
　農山漁村が持つ豊かな自然や「食」を活用した都
市と農村との共生・対流等を推進する取組や「農泊」
を推進する取組等を総合的に支援し、農山漁村の活
性化を推進する。

9,809の内数 9,805の内数

畜産生産力・生産体制強化対策事業のうち国産飼
料資源生産利用拡大対策
　国産飼料の着実な利用拡大により、飼料自給率の
向上を図り、力強い畜産経営を確立するため、農場
残さ等の未利用資源を飼料資源として活用するため
の体制構築・実証の取組を支援する。

1,383の内数 900の内数

持続可能な循環資源活用総合対策事業のうち食品
ロス削減総合対策事業のうち商慣習の見直しの推
進
　事業系食品ロスの半減目標の設定や食品ロス削
減推進法の施行を踏まえ、事業系の食品ロスを総合
的に削減するため、個別企業等では解決が困難な
納品期限の緩和など商慣習の見直しを更に推進す
る。

36の内数 66の内数

食料産業・６次産業化交付金のうちメタン発酵消化
液等の肥料利用の促進事業
　メタン発酵消化液等を肥料として地域で有効利用
するための取組を支援する。 1,434の内数 2，534の内数

持続可能な循環資源活用総合対策事業のうち事業
系食品廃棄物エネルギー利用対策調査事業
　バイオマスの循環資源の持続的な利用を促進する
ために、下水汚泥バイオガス施設における事業系食
品廃棄物の混合利用の調査および計画策定を支援
する。

99の内数 98の内数

６．食文化の継承のた
めの活動への支援等

食料産業・６次産業化交付金のうち地域での食育の
推進（再掲）

314の内数 245の内数

「和食」と地域食文化継承推進事業
　ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」を保
護・継承するため、地域固有の多様な食文化の保
護・継承を推進するとともに、地域において効果的な
和食文化の普及活動を行うための取組を実施する。

72 72

７．食品の安全性、栄養
その他の食生活に関す
る調査、研究、情報の提
供及び国際交流の推進

－ － －
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୫મ産業・6ઃ産業化交付金のうち
地域での୫育の推進

＜対策のポイント＞
ਸ਼3次食育推進基ম計画にൕ岼られた৯ఏのう峋、農林漁業体験機会の઀୹等ਊ੄関બの৯ఏ୸成に向けて、地域関બ者岶連携して取り組む୫育活
動を੎ਡ的岵つ஍率的に推進します。
＜政策目標＞
ਸ਼3次食育推進基ম計画の৯ఏの୸成

【令和２年度予算概算決定額（୫મ産業・ڲઃ産業化推進交付金）
245（314）百万円の内ਯ】

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

○ ୫育を推進する嵒ー崨ーの育成
地域で活ඩする食育推進・食ધ化ಲഅ・農業体験嵒ー崨ーの

育成やその活動促進を支援します。
○ 農௔漁業体験機会の઀୹

食や農林水産業への理解を増進する農林漁業体験の઀୹に
向けたਫ਼ୈ会開催や体験機会の઀୹を支援します。

○ 地域に岴けるુ୫の場の઀୹
地域における共食のニー崢のཔ඼や生産者とのマッ崩ン崘により

共食の場の઀୹を支援します。
○ 地域୫ધ化のಲഅ

地域食ધ化のಲഅや঩ম型食生活の実践に向けた調理൥習
会や食育౸業等の開催を支援します。

○ 和୫ஔ୫の普及
和食ஔ食の普及に向けた൴立の開発や৕୹や৾校関બ者を

対଴とした食育౸業の開催を支援します。
○ ୫ષロスのచ੖

食品嵕スのచ減に向けた଎ા者の意௙調査やධ食૲等と連携
した啓発資料の配付やセミナーの実施を支援します。

［お問い合わせ先］଎ા・਍全局଎ા者行৆・食育課（03-3502-5723）
国

交付（定額）
都道府県

交付૨
1/2ਰ内 都道府県、市町村、

民間団体等

目標（ਸ਼３ઃ୫育推進基ম計画にൕげ峳れた峬ののうち農௔漁業体験機会の઀୹等ਊ੄関連）
・食育を推進する嵄嵑ンティアの数を増やす
・農林漁業体験を経験した国民を増やす
・地域で共食したいとઓう人が共食するસ合を増やす
・౭養バ嵑ンスに配慮した食生活を実践する国民を増やす
・地域や家൦で受けಲがれてきた஫ଁ的な料理や作法等をಲഅし、஫えている国民を増やす
・食品嵕スచ減のために୦らかの行動をしている国民を増やす

ਸ਼3次食育推進基ম計画の৯ఏ୸成(令和2年度)を৯指す
＜事業の流れ＞

・食生活の改ఒや食
ધ化等に対する意௙
の向上、
・地場産食材の活用
સ合の増加等

農林漁業体験機会の઀୹ 地域食ધ化のಲഅ地域における共食の場の઀୹
支援事業(୻)

事業実施主体

৯ఏの୸成に資する
地域の取組を支援
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୫育活動の全国展開事業੻౏ા 【令和２年度予算概算決定額 58（58）百万円】

＜対策のポイント＞
୫育推進全国大会等を行岮、୫育の全国展開を図ります。また、国民のニー崢や特性をীෲし、食育推進方策のਫ਼ୈを行います。
＜政策目標＞
食育に関ੱを持っている国民のસ合90٫ਰ上［令和２年度まで］

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
＜ూବ＞
○੺年の食生活をめ岺る環境の૗化にൣい、国民が生ၺにわたって௏全なੱମを培

い、௹かな人間性を峙岺くむための食育を推進することが੎要。
○農林水産੄が関બ府੄と連携しながら、ਸ਼３次食育推進基ম計画に基づき食

育を全国展開。
○「ਸ਼３次食育推進基ম計画崽崑嵕ーアップ中間取りまとめ」（਴成31年4া 食

育推進௬੼専門੻৩会）において、①関ੱが଩い人にも୪੷できるような情報
の発信方法、②SDGۢと連携した食育の取組、③企業における食育の推進等が、
০後の੎ਡ的事項。

＜事業内容＞
୫育推進全国大会や୫育活動਀༟等を行い、食育の全国展開を図ります。ま

た、ਸ਼３次食育推進基ম計画に基づき、国民のニーズや્性を৹ਪ・ীෲし、よ
り実践的な食育推進方策をਫ਼ୈします。［ఁ充］

＜事業の流れ＞

国 民間団体等
੻౏

୫育推進
全国大会

୫育活動਀༟

・ 国民の食育に対する理解を
஥めるため、地方公共団体と
の共催により開催

・ ઇ育、農林漁業等の活動を
通じて食育を推進する優れ
た取組を਀༟

・ ৯ఏ୸成૾யのཔ඼
・ 事例を収集し食育ஜછの特集に੶ൗするととも

に、食育嵄嵑ンティアや事業活動を通じて食育を
実践している方رへ情報઀୹

・食育に関ੱが଩い଄い世代にも୪੷できるよう、
SDGsも踏まえた、多஘な主体が連携した情報発
信プ嵑ット崽崑ー嵈を構築。

୫育に関する
৹ਪ・ীෲ、
事୻ઽ集

［お問い合わせ先］ ଎ા・਍全局 ଎ા者行৆・食育課（03-6744-1971）47



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．地域の୫ધ化の保૧・ಲഅ事業
○ 地域ಕથの多様な୫ધ化を地域で保૧・ಲഅして岮くため、地

方公共団体、大৾等研究機関、民間団体、ઇ育関બ者、民間企
業等を構成৩とした体制を各都道府県に構築し、各地域岶৭定す
る഑ଅમ৶のഄఴや૓ਟ、関連行事、ઞ用୫材及びમ৶方১等
の৹ਪ及びデータ嵁ースの੿成・普及等を行います。

２．和୫ધ化ಲഅの人材育成等事業
○ ৕୹た峋や৕育て世代に対して和୫ધ化の普及活動を行う中ற
的な人材を育成し、૚都道府県岾とに配઼するため、౭ു૒・保育
૒等を対଴とした研修会等を実施するとともに、৕୹たちへの和୫
ધ化の普及のための取組を活用した実ᄷ的な研修を実施します。

国産農産物଎ાఁ大事業のうち
「和୫」と地域୫ધ化ಲഅ推進੻౏事業

＜対策のポイント＞
嵎ネスコ૮形ધ化遺産にఃஈ岿れた「和୫」を保૧し、ઃ਼৻にಲഅして岮くため、地域ಕથの多様な୫ધ化の保૧・ಲഅを推進するとともに、৕୹たちや৕
育て਼৻に対して和୫ધ化の普及活動を行う中ற的な人材を育成します。
＜政策目標＞
ਸ਼３次食育推進基ম計画における৯ఏである「地域や家൦で受けಲがれてきた஫ଁ的な料理や作法等をಲഅし、஫えているસ合」の増加
ڀه਴成27年度ن41.6٫） 50٫ਰ上ن令和２年度峨でه）

【令和２年度予算概算決定額 72（72）百万円】

［お問い合わせ先］食料産業局食ધ化・市場開ิ課（03-3502-5516）

地域の食ધ化の৳૧・ಲഅ事業

和食ધ化ಲഅの人材育成等事業

地方
公共
団体

大৾

ઇ育
関બ
者

民間
団体

民間
企業

地域の食ધ化

૚都道府県岾とに体制の構築

地
域
の
食
文
化
の
普
及
推
進

発信・活用

研修会等
の実施

৕୹た峋
への和食ધ化
の普及のための

取組

子
育
て
世
代
・
子
供
た
ち
へ

調査

中核的な人材の育成

データ嵁ース作成

配
置
・
登
録

和
食
文
化
を
効
果
的
に
普
及

＜事業の流れ＞

国 民間団体等
੻౏
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国産農産物଎ાఁ大事業のうち
঩মの୫଎ાఁ大国民ઈ動推進事業

＜対策のポイント＞
঩মの୫のྟ力及び生産者の౑力や୳岮を଎ા者にઉம஫える取組や、食品事業者等が国産農林水産物のਹ用を஋ா的に進める取組を後押しするた

めの਀༟等をৢじた情報発ਦを行うとと峬に、地産地଎を推進するコーディネーターの育成・派遣等を支援します。
＜政策目標＞
崽ード・ア崗シ嵏ン・ニッ嵅ン アワード受ೖ・入ೖ後に売上岼が増加した産品のસ合（令和２年度までに80%）

【令和２年度予算概算決定額 128（182）百万円】

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．୫のྟ力発໧に峲る଎ાఁ大のための国民ઈ動推進事業

119(172）百万円

① 体験等を通じて঩মの୫のྟ力及び生産者の౑力や୳岮を
଎ા者にઉம஫える取組を推進します。

② 国産農௔਷産物の଎ાఁ大につな岶る商ષや地産地଎の
取組を਀༟し、生産者の୳いとともに地域産品を଎ા者に発
ਦする取組を支援します。

２．地域の୫の᳾強化推進ઈ動事業 9(9）百万円

○ ৾校ஔ食等への地場産食材の୹ஔの取組を峙じめとした地産
地଎の優ଐ事୻を普及するコーディネーターの育成・派遣等
を支援します。

ジ嵋崹ンハー嵜ェストによる国産
農林水産物の魅力発信

コーディネーターによる生産現場と
৾校ஔ食の課題・ニー崢の調整

［お問い合わせ先］食料産業局食ધ化・市場開ิ課 （03-6744-2352）

国
民間団体等

民間団体等
੻౏

補ஃ（定額）

＜事業の流れ＞

෩੡人をFANバ崝崨ーにભ୵し、
଎ા者に国産農産物の魅力を発信

（ １②の事業）

（ （２の事業؜①１

コーディネーターによる
ஔ食現場への指導

崽ード・ア崗シ嵏ン・ニッ嵅ン アワード
で地域の優れた産品を਀༟

食の魅力発掘による଎ાఁ大のための国民ઈ動推進事業

地域の食の᳾強化推進ઈ動事業

地産地଎コーディネーター
育成研修会の現地ଳ௄
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୫ષロスచ੖総合対策

［お問い合わせ先］ 食料産業局バイ崒マス࿯環資源課（03-6744-2066）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．୫ષロスచ੖総合対策事業
① 食品嵕スచ減等推進事業
○ 崝プ嵑イチ崏ーン上の商ຯ習のৄઉしに向けたਫ਼ୈや৹ਪを支援します。（※１）
○ 崽ードバン崗活動を推進するマッチングシステ嵈の実઒・構築を支援します。（※２）
○ 食品嵕スచ減を含め、持続૭能な୫ષ産業の発展に向けた環境対策等に取り組む
優ଐ者の਀༟を支援します。

② 食品嵕スచ減等調査੻౏事業
○ 食品嵕スの実ଙ等をཔ඼するため、୫ષ関連事業者のデータ嵁ースの整備や
୫ષఀಣ物等の૭୫部・ਂ૭୫部の୤等の৹ਪを実施します。

○ ূ਎2020崒嵒ン崼ッ崗・崹嵑嵒ン崼ッ崗଼技大会における食品嵕スచ減に向けて、
崕嵋ンプ地・嵃ストタウン等における୫ષロスచ੖啓発ু১の実઒を行い、普及します。

２．୫મ産業・ڲઃ産業化交付金のうちフードバンク活動の推進
○ 設立ੂ期の崽ードバン崗活動団体の人材育成の取組や生௉୫ષの取ඞ୤のఁ大に
向けた取組等を支援します。

＜対策のポイント＞
事業௺食品嵕スの઄減৯ఏの設定や食品嵕スచ減推進法の施行を踏まえ、事業௺の食品嵕スを総合的にచ減するため、଻શ企業等で峙解決が困୔なವ
ષ期଒の೹和など商ຯ習のৄઉし等をಌに推進するとともに、新たに、フードバンク活動を推進するマッチングシステ嵈の実઒・構築を支援します。

＜政策目標＞
਴成12年度ૻで事業௺食品嵕ス୤を઄減（273万トン［令和12年度まで］）

食品関連事業者等が安心して食品を提供できる体制を構築

フードバンク活動マッチング支援

食品関連事業者等の୹ஔ情報と受入ડの೽要情報等を一੪的に
ଵ理できるマッ崩ン崘システ嵈の実証・構築を支援

＜事業の流れ＞補ஃ（定額）、੻౏

国
民間団体等

都道府県 民間団体等
交付（定額） 定額、1/2

（１の事業）

（２の事業）

（※２）

納品期限の緩和 （※１）

セミナーの開催等を通じて、納品期限の緩和を推進
（総合スーパーやコンビニに比べ、食品スーパーで取組に遅れ）

【令和2年度予算概算決定額 66（ー）百万円 】

4
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．持続૭能な࿯環ৱ౺活用総合対策事業 52（63）百万円
① 地域ৱ౺活用展開支援事業

ગ生૭能崐ネル崖ーの導入を推進するため、事業計画策定の崝嵅ートや関連事業
者とのマッ崩ン崘、଻શৼ୥、全国的な取組・普及活動を支援します。

② ੾農஑୬഻光発ਗ਼システ嵈フル活用事業
営農型୬഻光発ਗ਼で発ਗ਼したਗ਼力を自らの農業経営の高度化にਹ用し、営農型

୬഻光発ਗ਼のメ嵒ットを崽ルに発揮岿せるためのモデル構築を支援します。
③ 事業௺୫ષఀಣ物崐ネル崖ーਹ用対策৹ਪ事業

下水ළာバイ崒崔ス施設への事業௺食品廃ಣ物の೴合ਹ用を促進する取組を支
援します。

２．୫મ産業・ڲઃ産業化交付金 2,534（1,434）百万円の内ਯ
① バイ崒マス産業都市に、ア.地域ణ及モデル施設、イ.新技術活用施設、 ウ.಼害
対応型施設等、プ嵕ジェ崗トの実現に必要な調査・設計や施設整備を支援します。

② メタン発ᇪ଎化ั等をෝ料として地域でથ効ਹ用するための取組を支援します。

３．ႛ産バイ崒マス地産地଎ಸ૶対策事業
令和੪年度ଓਫ予算 1,000百万円

家ႛൾせつ物等のႛ産バイ崒マスを活用し、崐ネル崖ーの地産地଎に資する
バイ崒崔スプ嵑ント等を導入するために必要な調査・設計及び施設整備を支援します。

［お問い合わせ先］食料産業局バイ崒マス࿯環資源課（03-6738-6477）

ગ生૭能崐ネル崖ーの導入等の推進 【令和2年度予算概算決定額 2,586（1,488）百万円の内ਯ】
（令和੪年度ଓਫ予算額 1,000百万円）

＜対策のポイント＞
ગ生૭能崐ネル崖ーに峲るメ嵒ットを農山漁村の発展に活用する取組を支援するとともに、家ႛൾせつ物等のバイ崒マスを活用し、崐ネル崖ーの地産地଎にৱ
するバイ崒崔スプ嵑ントの導入等を支援
＜政策目標＞
○ ગ生૭能崐ネル崖ーにબる経済規模を600億円にఁ大［令和ڱ年度まで］
○ バイ崒マス産業都市における産業規模を400億円にఁ大［令和７年度まで］

＜事業の流れ＞

国
民間団体等

補ஃ（定額、1/2ਰ内）

交付（定額）
都道府県 民間団体等

ગ生૭能崐ネル崖ー

ႛ産バイ崒マス地産地଎

1/2ਰ内、1/3ਰ内等

（１、３の事業）

（２の事業）

大໼ഒ大໼ഒ

営農型୬഻光発ਗ਼のメ嵒ットを
発揮するためのモデル構築

バイ崒マス産業都市

バイ崒マス産業をກとした環境にや岿しく಼害に強いま峋・むらづくり

଎化ัの活用の促進

木質嵂レット崔ス化
೸ਗ਼୹ஔシステ嵈

畜産・酪農経営者
バイオガスプラント

家ႛൾせつ物

（ਗ਼ਞ・೸・崔ス）

（肥料化）

ള合ਹ用が૭能آ
（ෝ料・崐ネル崖ー）

エネルギーの地産地消

肥料 再生敷料

ั૾の処理にਈిآ
（જりନし作業ਂ要

岡要੯岢
・崐ネル崖ーとෝમのള合ਹ用
・崐ネル崖ーの地産地଎
・৽੾の生産性・ઽஇ力向上

再生敷料

2
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

食料産業・６次産業化推進交付金 （ ）百万円の内数
① ６次産業化の推進
ア 業務用需要に対応した （事業者向けビジネス）の取組の推進、「農泊」と連
携した観光消費の促進、農福連携の発展に資する新商品開発や販路開拓等の取
組を重点的に支援します。

イ 都道府県及び市町村段階に、行政、農林漁業、商工、金融等の関係機関で構成
される６次産業化・地産地消推進協議会を設置し、６次産業化等に関する戦略の
策定（更新）や６次産業化に取り組む人材を育成する取組を支援します。

② 研究開発・成果利用の促進
○ 新技術を活用した新たな高付加価値商品等の創出・事業化に必要な技術実証、
マーケティング等を支援します。

食料産業・６次産業化整備交付金のうち「６次産業化施設整備」
（ ）百万円の内数

○ 農林漁業者等が多様な事業者とネットワークを構築し、制度資金等の融資又は出
資を活用して６次産業化に取り組む場合に必要となる、加工・販売施設等の整備に
対して支援します（業務用需要に対応した の取組の推進、「農泊」と連携した
観光消費の促進、農福連携の発展に資するものを重点的に支援）。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］食料産業局産業連携課（ ）

【令和２年度予算概算決定額 （ ）百万円の内数】

国 都道府県
農林漁業者の
組織する団体等

定額、 以内、
以内、 以内定額

 食料産業・６次産業化交付金（６次産業化関係）

＜対策のポイント＞
６次産業化の市場規模拡大に向けて、農林漁業者と多様な事業者が連携して行う地域資源を活用した新商品開発や販路開拓等の取組、加工・販売施
設等の整備及び新たな高付加価値商品等の創出・事業化に必要な技術実証、マーケティング等を支援します。

＜政策目標＞
○６次産業化の市場規模の拡大（ 兆円［平成 年度］→ 兆円［令和２年度まで］）

研究開発成果 農林漁業者

民間
事業者

地方
自治体

公設
試験場

技術実証、試作品の
製造・評価、製品化
及び試験販売等

研究開発成果の利用

・機能性成分の抽出技術

・長期保存・高鮮度輸送技術

・未利用資源の商品化技術

・機能性成分や加工適性に富
む新品種の育成 等

○ 「６次産業化の推進」「６次産業化施設整備」の重点支援分野

業務用需要に対応した
の取組の推進

「農泊」と連携した
観光消費の促進

加工・販売の事業と一体的に
行う加工・収穫体験等の提供

高い品質管理下での業務用
一次加工品等の製造・供給

農福連携の発展

障害者との協働による商品化

○ ６次産業化等に関する戦略の策定

・６次産業化等に関する戦略
の策定（更新）

・戦略に関する交流会の開催

○ ６次産業化に取り組む人材の育成

※重点支援分野に該当しない新商品開発（地場産農林水産物を活用した施設給食メニューや介護食品
の開発を含む）や販路開拓の取組、直売所の売上向上に向けた多様な取組、６次産業化の取組に必
要な加工・販売施設等の整備も支援の対象となります。

○ 研究開発・成果利用の促進

・経営感覚を持って６
次産業化に取り組む
人材の育成のための
研修会の開催等
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食料産業・６次産業化交付金（６次産業化関係）による支援の概要

※重点支援分野に該当しない新商品開発（地場産農林水産物を活用した施設給食メニューや介護食品の開発を含む）や販路開拓の取組、直売所の売上向上に向けた多様な取組、６次産業化の
取組に必要な加工・販売施設等の整備も支援の対象となります。

み

① 業務用需要に対応したBtoBの取組の推進
ソフト事業

ハード事業

・製造業（食品メーカー等）
・流通・サービス業（小売、
外食、食品宅配等）

産
地
の
農
林
漁
業
者

消費者ニーズに
対応した食品の
提供
・国産（地場産）
・安全性
・利便性 等

契約

契約

高い品質管理下での業務用
一次加工品等の製造・供給

AIを使ったX線異物検査技術

モノと人の動きを管理するIoTシステム

業務用需要に対応したBtoBの取組を
促進するための高い品質管理能力を
有する加工施設等の整備

食品産業が抱える
課題への対応
・人手不足対応
・リスク分散 等

生産者・連携事業者との企画検討・
調査、一次加工品等の新商品開
発・成分分析、実需者評価 等

連携地域の中核的な
農林漁業者等

地域の
加工事業者

連携

② 「農泊」と連携した観光消費の促進 ③ 農福連携の発展

新たなコンテンツ・
魅力を提供

中核となる法人

協議会構成員

宿泊、体験、食事を備えた
農泊地域を創出

農泊地域協議会
連携

加工・直売の事業と一体的に行う加工・収穫
等の体験サービスの提供

ソフト事業

ハード事業

多言語対応案内板、外国語HP作成、
体験コンテンツ企画、広報ツール作成、
新商品・メニューの開発、消費者評価
等

観光消費を促進するための加工・販売・体験施設等の整備

地域の観光消費の促進

障害者、生活困窮者等の
多様な人々

農福連携の取組の促進

・多様な農福連携の実現の場づくり
・障害者等の作業適性に見合った作業環境整備
・作業適性を見極めるサポート人材の育成

・６次産業化事業者による障害者等の雇用促進
・作業適性に応じた効率的な作業環境の提供
・インクルーシブデザインによる商品展開

ハード事業 障害者の安全面に配慮した加工・販売施設等の整備

ソフト事業

障害者等が作業しやすい
一次加工作業

（選別、皮むき等）

障害者が生産・厳選した
茶の実を特別な製法で
搾った茶の実油多様な人々の活躍と収益性の両立

・従業員雇用
・福祉施設等との連携
・就労支援プログラムの活用

作業プログラム作成、インクルーシブデザインによる新商品開発・販路開拓 等

農泊地域協議会に属さない
６次産業化事業者

６次産業化事業者経済活動としての農福連携の発展

重
点
支
援
分
野

○推進体制整備事業 【交付率：定額】

・都道府県、市町村の６次産業化戦略の策定（更新）
・６次産業化に取り組む人材育成のための研修の開催

【交付率等】
ソフト事業：1/3以内（市町村戦略に基づく取組は1/2以内）
ハード事業：3/10以内（中山間地農業ルネッサンス事業の地域別農業振興計画に登載された事業、市町村戦略に基づき実施する事業、

事業計画の開始から２年以内に障害者雇用を行う事業は1/2以内）
ハード事業の交付金上限額：１億円（重点支援分野の①に該当する場合は２億円）
※ハード事業は、六次産業化・地産地消法又は農商工等連携促進法の認定を受けた農林漁業者等が対象です。
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＜事業の全体像＞

� � 農山漁村振興交付金 【令和２年度予算概算決定額 9,805（9,809）百万円】

＜対策のポイント＞
地域の創意工夫による活動の計画づくりから農業者等を含む地域住民の就業の場の確保、農山漁村における所得の向上や雇用の増大に結びつける取組

を取組の発展段階に応じて総合的に支援し、農林水産業に関わる地域のコミュニティの維持と農山漁村の活性化及び自立化を後押しします。

＜政策目標＞
○ 都市と農山漁村の交流人口の増加（1,450万人［令和２年度まで］）
○ 農村部の人口減の抑制（2,151万人を下回らない［令和７年度］）

＜事業の流れ＞

１ 農山漁村地域での取組への支援
① 地域活性化対策

地域活性化のための活動計画づくりと実証、就職氷河期世代を含む潜在的
就農希望者の発掘、優良事例や農業遺産の情報発信等を支援します。
② 中山間地農業推進対策

中山間地域での収益力向上に向けた取組やモデル構築等を支援します。
③ 山村活性化対策

振興山村での地域資源を用いた地域経済の活性化の取組を支援します。
④ 農泊推進対策

観光コンテンツ開発や滞在施設等の整備、国内外へのPR等を支援します。
⑤ 農福連携対策

障害者等の雇用・就労を通じた農業経営の発展に必要となる農業生産施
設の整備並びに障害者等の農業技術習得や専門人材育成等を支援します。
⑥ 農山漁村活性化整備対策

地方公共団体策定の活性化計画に基づき行う施設整備を支援します。
２ 都市部での取組への支援
① 都市農業機能発揮対策

都市部での農業体験等による交流を通じた都市住民と共生する農業経営の
実現を図る取組等を支援します。

国
定額、1/2等

地域協議会等 （１の①、③、④、⑤、２の①の事業）

国
農林漁業者の

組織する団体等地方公共団体
定額、1/2等交付

山村活性化
対策

都市農業
機能発揮対策

都市部でのマルシェの開催

地域活性化対策

地域住民による計画づくり

農村振興局農村計画課 （03-6744-2203）
〃 地域振興課 （03-6744-2498）
〃 都市農村交流課（03-3502-5946）
〃 地域整備課 （03-3501-0814）

（１の①の事業）
（１の②、③の事業）
（１の④、⑤、２の①の事業）
（１の⑥の事業）

[お問い合わせ先］

ソフト

ソフト

ソフト

都 市 部

コミュニティでの合意形成段階から実行段階までそれぞれの発展段階に応じた対策を実施

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
維
持

農
山
漁
村
の
活
性
化
、
自
立
化

（１の②、⑥の事業）

具
体
的
な
エ
リ
ア
（
中
山
間
地
域
な
ど
）

スタートアップ 取組の具体化・実行 ハードの充実

農産物直売施設

中山間地農業
推進対策

ソフト
高収益作物導入の実証

地域産品の加工・商品化

ソフト ハード

ソフト ハード

農泊推進対策

農福連携対策

人材育成研修

具
体
的
な
ツ
ー
ル
（
ヒ
ト
・
コ
ト
・
モ
ノ
）

農家民宿

農 村 部 情
報
発
信

交

流

就
農
移
住

農山漁村活性化
整備対策

ハード

+

集出荷･貯蔵･加工施設

ハウス
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� 農山漁村振興交付金のうち
「農泊」の推進 【令和２年度予算概算決定額 5,038（5,258）百万円】

＜対策のポイント＞
「農泊」を持続的なビジネスとして実施できる地域を創出し、都市と農山漁村との交流や増大するインバウンド需要の呼び込みを促進することで農山漁村

の所得向上と地域の活性化を図るため、地域による実施体制の整備や観光コンテンツの磨き上げ、滞在施設等の整備等を一体的に支援するとともに、戦略
的な国内外へのプロモーションや地域が抱える課題解決のための専門家派遣等を支援します。
＜政策目標＞
○ 都市と農山漁村の交流人口の増加（1,450万人［令和２年度まで］）
○ 「農泊」をビジネスとして実施できる体制を持った地域の創出（500地域［令和２年まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．農泊推進事業
○ 国内外の旅行者の農山漁村地域への呼び込みを促進し、地域の活性化を図る

ため、農泊の推進体制構築や魅力ある観光コンテンツの磨き上げ、インバウンド
受入環境の整備、専門人材の確保、農家民泊の農家民宿への転換等を支援

２．施設整備事業
① 古民家等を活用した滞在施設や体験・交流施設、活性化計画に基づき農泊に
取り組む地域への集客力を高めるための農産物販売施設など、農泊を推進する
ために必要となる施設の整備を支援（市町村・中核法人実施型）

② 地域内で営まれている宿泊施設の質の向上のため、インバウンドを含む個人旅行
者等の多様なニーズに合わせた宿泊施設の改修を支援（農家民泊経営者等
実施型）

３．広域ネットワーク推進事業
○ デジタル情報を活用した戦略的な国内外へのプロモーションや大規模展示会へ
の出展・商談会の開催、農泊を推進する上での課題を抱える地域に対し、ワンス
トップで課題に応じた専門家派遣・指導を行う取組等を支援

【１の事業】
○ 事業実施主体 地域協議会、地域協議会の連合体、DMO等
○ 事業期間 ２年間等 ○交付率 定額（上限500万円/年等）

地域の食材を
活用したメニュー作り

地域資源を活用した
体験メニューの開発

古民家を活用した滞在施設

廃校を改修した大規模滞在施設

【２①の事業】
○ 事業実施主体 市町村、地域協議会の中核法人等
○ 事業期間 ２年間 ○交付率 1/2

（上限2,500万円、5,000万円、１億円）
（活性化計画に基づく事業）
○ 事業実施主体 都道府県、市町村、農林漁業者の

組織する団体等
○ 事業期間 原則３年間 ○交付率 1/2等
【２②の事業】
○ 事業実施主体 地域協議会と地域内の農家民泊経営者等との連携体
○ 事業期間 １年間 ○交付率 1/2（上限1,000万円/経営者、5,000万円/地域）

【３の事業】
○ 事業実施主体 民間企業、都道府県等
○ 事業期間 １年間
○ 交付率 定額

インバウンド受入環境の整備

トイレの洋式化Wi-Fi環境の構築多言語への対応

［お問い合わせ先］農村振興局都市農村交流課（03-3502-5946）
課題に応じた専門家の派遣・指導

国

地域協議会等定額
＜事業の流れ＞

（１の事業）

中核法人等
1/2

民間企業等
定額

（３の事業）

地方公共団体
交付 1/2等 農林漁業者の

組織する団体等

定額

1/2 地域協議会と地域内の
農家民泊経営者等との連携体 （２②の事業）

（２①の事業）

※ 地域活性化対策も一部活用し支援
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௳の要ࠖࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉฟಁ㐍㍺ࠕࠖࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ㐃ᦠࠕࠖࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ᪂つ・ඛ㐍ࠕ
ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ᪂つ・ඛ㐍۔
。ります࠶ࡀ㸿㹼㹁全てを‶たすᚲ要ࡀるᣦᑟをཷけた加ᕤ業者等ࡼに࣮ࢱࣥࢭ
㸿 ᅜ⏘Ỉ⏘≀のὶ㏻をಁ㐍する実ドを⾜ࡇ࠺と
㹀 ཎᮦᩱ、〇ရ、ᢏ⾡、ᕤ⛬、㞟ฟⲴ᪉ἲ、㈍኎᪉ἲ等の１ࡕ࠺つ以ୖにおいて

᪂つᛶཪはඛ㐍ᛶを᭷しているࡇと
㹁 対象㨶✀のὶ㏻の≧ἣ、᪂つ・ඛ㐍ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉにࡼるᅜ⏘Ỉ⏘≀のὶ㏻㔞の

ቑ加ぢ㎸ࡳ等から実ドຠᯝࡀ༑ศなࡇと

ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ㐃ᦠ۔
㸿または㹀を‶たす者のいずれかとなります。
㸿 ௚の加ᕤ業者等ཪは㛵ಀ事業者等と㸰、ࡀるᣦᑟをཷけた加ᕤ業者等ࡼに࣮ࢱࣥࢭ

者以ୖで㐃ᦠࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ༠㆟఍をᵓᡂし、༢⊂では対ᛂࡀᅔ㞴なᅜ⏘加ᕤཎᩱの
確ಖ、᪂つ㈍㊰の㛤ᣅ等、㏆年重要ᛶࡀቑしているㄢ㢟にຠᯝ的に取り組ࡇࡴと

㹀 Ỉ⏘ᗇにࡼる࣮࢙ࣥࢳ࣮ࣗࣜࣂ改善ಁ㐍事業の事業୺యとして選定されているࡇと

ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉฟಁ㐍㍺۔
。ります࠶ࡀ㸿・㹀を‶たすᚲ要ࡀるᣦᑟをཷけた加ᕤ業者等ࡼに࣮ࢱࣥࢭ
㸿 ᅜ⏘Ỉ⏘≀の㍺ฟをಁ㐍する実ドを⾜࠺取組で࠶るࡇと
㹀 ᾏእにおける対象㨶✀の㟂要ぢ㎸ࡳ、㍺ฟಁ㐍ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉにࡼるᅜ⏘Ỉ⏘≀の

㍺ฟ㢠のቑ加ぢ㎸ࡳ等から実ドຠᯝࡀ༑ศな取組で࠶るࡇと

௳の要ࠖࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉฟಁ㐍㍺ࠕࠖࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ㐃ᦠࠕࠖࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ᪂つ・ඛ㐍ࠕ

ձ Ỉ⏘加ᕤ・ὶ㏻ᵓ㐀改善ᣦᑟ事業
センターが、次の取組䜏を行います。
 専門的▱見を有するᣦᑟ員による加工・流通業者等への⌧地ᣦᑟ
 水産加工・流通事業者向けセミナー等の開催

ղ Ỉ⏘加ᕤ・ὶ㏻ᵓ㐀改善取組ᨭ᥼事業
センターが、⌧地ᣦᑟをཷけた者の取組計画をᑂ査等の上、取組䜏の
内容に応じて以下の経費の一㒊を支援（1/2以内）します。
 ᪂つ・ඛ進プロ䝆ェ䜽䝖

国産水産物の流通を促進するඛ進的取組䜏にᚲせな機ჾの㉎ධ経費、
コン䝃ル䝔ィン䜾経費等

 連携プロ䝆ェ䜽䝖
漁業者団体・流通業者・加工業者等が連携して国産原料の確保等の
課題に取組む場合にᚲせな経費（学校給食への供給やప未利用魚
の有効活用を図る場合には、機ჾ㉎ධ経費をྵむ）

 ㍺ฟ促進プロ䝆ェ䜽䝖
漁業者団体・流通業者・加工業者等が国産水産物の㍺ฟに取組む場合にその取組にᚲせな機ჾの㉎ධ経費、
コン䝃ル䝔ィン䜾経費等の一㒊を支援

ձ Ỉ⏘加ᕤ ὶ㏻ᵓ㐀改善ᣦᑟ事業

１．水産加工・流通構㐀ᨵၿ促進事業

䛆加工・流通業者等へのセミナー開催䛇

䛆地魚ධり䜴ィンナーを開発し給食に供給䛇

ۑ ᅜ⏘Ỉ⏘≀のᒎ♧・Ⓨ⾲఍の㛤ദ
ۑ ᑠ኎・እ食事業者ྥけ◊ಟ఍等の㛤ദ
ۑ 㨶食ᬑཬ࣮ࢼ࣑ࢭ等の㛤ദ

ۑ ᅜ⏘Ỉ⏘≀のᒎ♧・Ⓨ⾲఍の㛤ദ

２．魚食普及推進事業 䛆⿵ຓ率䠖定額䛇

䛆⿵ຓ率䠖定額䛇

䛆⿵ຓ率䠖１䠋２以内䛇

漁業者
䕿ロッ䝖がまとまらない魚等が㠀食用に

安್で取ᘬされてしまう（ప未利用魚）
䕿水ᥭげ集中等による価᱁ኚ動が大䛝い

消費者（国内）
䕿魚や調理等を学䜆機会が減ᑡした䛣と等

を⫼ᬒに、水産物消費が大䛝く減ᑡ
䕿もっと魚を食䜉たい意識も䛒る一᪉、

⡆༢に調理したい等の䝙ー䝈

水産加工・流通業者
䕿⡆౽化ᚿ向等の消費者䝙ー䝈への対応

が୙༑ศ
䕿水ᥭげのኚ動等により加工原料の安定

的確保が困難

国

࠙Ỉ⏘加ᕤ・ὶ㏻ᵓ㐀改善取組ᨭ᥼事業のᡭ続ࡁのὶれࠚὶれれࠚれࠚ
⌧ᆅᣦᑟを
ཷけた

・Ỉ⏘≀の⏕⏘者
・ὶ㏻業者
・加ᕤ業者
れらのᅋయ等ࡇ・

事業実施主体
（国産水産物流通

促進センター）

ᖹᡂ31年度Ỉ⏘加ᕤ・ὶ㏻ᵓ㐀改善ಁ㐍事業ཬび㨶食ᬑཬ᥎㐍事業について

ᾀ

ձ⌧ᆅᣦᑟ
ղㄢ㢟ᥦ᱌をᥦฟしᛂເ

䛆Fish-1䜾䝷ンプリ䛇

Ỉ産≀ᾘ費量のῶᑡなどによる㏆ᖺのỈ産≀㟂給のኚ໬に対ᛂし、ᅜ産Ỉ産≀のὶ㏻・㍺出のಁ㐍とᾘ費ᣑ኱をᅗるたࡵ、Ỉ産加ᕤ・ὶ
㏻ᵓ㐀の改善ཬࡧᾘ費者等に対する㨶食ᬑཬへのྲྀ⤌ࡳを᥎㐍していࡲすࠋ

ճㄢ㢟ᥦ᱌をᑂᰝ・᥇択ᚋ、
ᶵჾᩚഛ等のᨭ᥼

（ᚲ要な⤒㈝の１/㸰以内）
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